
第
五
章
急
進
社
会
党
と
圧
力
団
体

フ
ラ
ン
ス
急
進
社
会
党
は
、
政
党
構
造
か
ら
み
て
、
幹
部
政
党
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
書
の
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

や
は
り
そ
の
観
点
に
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
急
進
社
会
党
と
圧
力
団
体
の
問
題
を
解
明
し
て
み
よ
う
。

圧
力
団
体
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
の
べ
ら
れ
る
も
の
は
、
ふ
つ
う
政
治
学
で
言
わ
れ
る
も
の
と
は
意
味
が
す
こ
し
異
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
お
い
お
い
明
ら
か
に
す
る
と
し
て
、
ま
ず
、
ふ
つ
う
言
わ
れ
る
圧
力
団
体
を
定
義
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

政
党
は
権
力
を
獲
得
し
こ
れ
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
の
に
く
ら
べ
、
圧
力
団
体
は
直
接
に
は
権
力
の
獲
得
、
行
使
に
は
参
加

し
な
い
。
圧
力
団
体
は
権
力
に
圧
力
を
か
け
る
の
で
あ
る
。
圧
力
団
体
は
権
力
に
あ
る
者
に
影
響
を
及
ぼ
す
が
、
圧
力
団
体
の

（
１
）

メ
ン
バ
ー
を
、
少
な
く
と
も
公
的
に
は
、
権
力
に
つ
け
よ
う
と
は
し
な
い
。

「
圧
力
団
体
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
「
政
党
」
の
そ
れ
ほ
ど
枠
の
範
囲
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
政
党
は
政
治
活
動
だ
け
に
専
念

す
る
。
け
れ
ど
も
、
圧
力
団
体
の
大
部
分
は
、
非
政
治
的
組
織
で
、
そ
の
活
動
の
本
質
は
、
権
力
に
対
す
る
圧
力
の
行
使
で
は

、
、

な
い
。
あ
ら
ゆ
る
結
社
、
あ
ら
ゆ
る
グ
ル
ー
プ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
あ
る
領
域
の
、
あ
る
範
囲
に
お
い
て
の
み
、
圧
力
団
体
と
し

第
一
節
は
じ
め
に
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本
章
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
、
以
下
に
お
い
て
、
論
述
し
て
ゆ
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
、
結

論
を
さ
き
ど
り
し
て
定
式
化
し
て
の
く
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
圧
力
団
体
は
、
代
議
制
そ
の
も
の
に
密
着
し
て
、
政
党
の
寡
頭
制

で
は
、
な
ぜ
、
圧
力
団
体
が
圧
力
団
体
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
く
に
そ
の
存
在
が
政
治
的
な
意

味
に
お
け
る
重
要
性
を
も
ち
、
政
治
学
の
主
要
な
研
究
対
象
と
な
り
は
じ
め
た
の
は
、
二
十
世
紀
以
後
の
こ
と
に
属
す
る
。

辻
清
明
に
よ
れ
ば
、
そ
の
主
要
原
因
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。
Ｈ
代
議
制
に
対
す
る
利
益
集
団
の
比
重
の
増
大
、

（
３
）

口
政
党
の
寡
頭
制
化
、
日
社
会
の
各
分
野
に
対
す
る
政
府
の
統
制
の
強
化
、
で
あ
る
。

、
、
、
、

け
れ
ど
も
、
辻
の
の
べ
て
い
る
原
因
は
、
よ
り
現
代
的
な
問
題
で
あ
る
。
二
十
世
紀
大
衆
社
会
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
以
前
に
も
、
辻
の
言
う
よ
う
に
、
「
政
治
に
圧
力
を
加
え
る
社
会
集
団
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
存
在
し
た
」
の
で
あ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
急
進
社
会
党
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
考
察
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）

上
林
良
一
も
「
端
的
に
い
っ
て
政
党
の
凋
落
が
圧
力
団
体
の
興
隆
を
惹
起
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
政

党
の
発
生
の
源
を
た
ず
ね
れ
ば
、
圧
力
団
体
が
政
党
の
生
成
、
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
も
あ
り
え
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
場
合
は
、
圧
力
団
体
と
い
わ
ず
社
会
集
団
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
後
述
の
事
情
で
圧
力
団
体
と

よ
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
と
に
か
く
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
に
お
い
て
は
、
二
十
世
紀
大
衆
社
会
以
前
的
な
圧
力
団
体
の
問
題
が
起

よ
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、

（
５
）

及
し
て
い
る
。

ブ
ラ
ウ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
圧
力
団
体
を
総
括
し
た
な
か
で
、
第
三
共
和
制
の
政
治
は
、
大
体
に
お
い
て
、
議
員
に
よ
る
個

人
的
な
事
柄
で
あ
っ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
員
の
自
尊
心
の
強
さ
が
圧
力
団
体
の
発
展
と
増
殖
を
強
め
た
こ
と
に
言

き
て
く
る
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
ウ
ン
は
、
フ
ー （

２
）

て
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
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第5章急進社会党と圧力団体

化
以
前
に
お
こ
り
、
政
党
の
成
長
を
む
し
ろ
助
け
た
面
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
急
進
社
会
党
は
圧
力
団
体
と
切
り
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
急
進
社
会
党
は
権
力
に
つ
い
て
い
る
こ
と

が
多
か
っ
た
し
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
権
力
の
近
く
に
た
え
ず
位
置
し
て
い
た
か
ら
、
圧
力
団
体
と
関
係
を
も
つ
こ
と
が
多
か

っ
た
。
と
同
時
に
、
急
進
社
会
党
の
、
政
党
と
し
て
の
性
格
の
あ
い
ま
い
さ
が
あ
る
。
急
進
社
会
党
は
、
そ
の
時
々
の
、
さ
ま

（
６
）

ざ
ま
な
性
質
の
圧
力
団
体
の
対
象
に
あ
る
こ
と
を
、
た
え
ず
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

急
進
社
会
党
に
影
響
を
あ
た
え
た
圧
力
団
体
は
、
知
的
圧
力
団
体
両
８
呂
朋
号
冒
朋
囚
○
ヨ
ョ
皇
円
冨
堅
巴
と
物
質
的
圧

力
団
体
（
唱
○
呂
朋
号
宮
の
閉
５
口
日
異
圏
巴
巴
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
種
類
の
圧
力
団
体
の
違
い
を
簡
単
に

記
し
て
お
く
と
、
知
的
圧
力
団
体
は
、
も
っ
ぱ
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
思
想
に
お
い
て
急
進
社
会
党
に
圧
力
を
加
え
る
の
に
く
ら

べ
、
物
質
的
圧
力
団
体
は
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
利
害
に
お
い
て
圧
力
を
加
え
る
、
と
い
う
ふ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
、

急
進
社
会
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
者
が
補
強
し
、
党
の
経
済
政
策
の
面
を
後
者
が
補
強
す
る
と
い
う
面
と
重
な
り
あ
っ
て
い

そ
し
て
、
知
的
圧
力
団
体
が
、
急
進
社
会
党
の
左
翼
に
あ
た
る
と
す
れ
ば
、
物
質
的
圧
力
団
体
は
、
急
進
社
会
党
の
右
翼
に

あ
た
る
。
急
進
社
会
党
が
左
傾
化
す
る
時
に
は
、
あ
る
い
は
右
傾
化
す
る
時
に
は
、
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
こ
れ
ら

の
圧
力
団
体
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

さ
ら
に
、
時
期
的
な
区
分
を
し
て
み
れ
ば
、
知
的
圧
力
団
体
が
一
九
一
四
年
以
前
ま
で
、
支
配
的
影
響
を
誇
っ
た
の
に
く
ら

べ
、
物
質
的
圧
力
団
体
は
、
そ
れ
以
後
に
お
い
て
影
響
を
大
き
く
す
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
１
）
三
四
巨
１
８
口
巨
扇
侭
臼
》
の
Ｒ
ミ
兎
討
営
ミ
ミ
鳥
》
毎
房
》
乞
雪
も
』
凸
．

ブ
（
》
◎
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フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
学
辞
典
に
よ
れ
ば
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
と
は
、
「
兄
弟
」
と
呼
び

あ
う
メ
ン
バ
ー
が
相
互
に
扶
け
あ
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
宗
教
的
な
、
組
織
化
さ
れ
た
、
秘
密
の
性
格
を
も
つ
組
織
で
あ
る
。

彼
ら
は
市
町
村
の
一
定
の
場
所
に
集
ま
る
。
そ
れ
を
ロ
ッ
ジ
言
需
）
と
い
う
が
、
支
部
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

中
世
の
建
築
（
石
工
）
業
者
組
合
の
儀
礼
や
シ
ン
ボ
ル
を
受
け
継
い
で
、
近
世
の
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
十
六
世
紀
の
イ
ギ
リ

（
１
）

知
的
圧
力
団
体
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
寄
目
の
‐
日
患
ｏ
ｐ
ｐ
の
風
の
）
、
「
教
育
連
盟
」
（
匡
碧
の
号
一
両
ご
‘

の
①
］
碧
の
日
の
三
）
、
「
人
権
連
盟
」
（
匡
空
①
号
の
号
○
房
居
］
》
国
○
日
日
の
）
、
「
共
和
連
盟
」
（
匡
碧
の
号
置
詞
ｇ
屋
三
豊
の
）
で
あ

こ
こ
で
は
、
他
の
知
的
圧
力
団
体
に
く
ら
べ
、
と
び
ぬ
け
て
大
き
く
、
急
進
社
会
党
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
フ

リ
ー
メ
ー
ソ
ン
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
限
定
し
よ
う
。
他
も
重
要
で
あ
る
が
、
規
模
も
小
さ
く
、
時
期
的
に
も
限
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

る
◎

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
２
）
写
量
．

（
３
）
辻
清
明
「
プ
レ
ッ
シ
ュ
ア
・
グ
ル
ー
プ
ス
」
中
村
哲
ほ
か
編
『
政
治
学
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
五
四
年
、
所
収
、
三
二
四

第
二
節
急
進
社
会
党
と
知
的
圧
力
団
体

上
林
良
一
『
圧
力
団
体
論
一
〔
増
訂
版
〕
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
、
九
頁
。

房
昌
四
ａ
向
．
卑
○
弓
。
》
卑
朋
呂
吊
⑦
日
呂
＄
言
卑
目
８
二
ｍ
ご
ミ
ー
ご
ミ
ミ
守
三
言
｝
ぐ
○
一
．
畠
》
ロ
○
』
》
ご
認
も
封
Ｓ

ｌ

ｐ
四
昌
巴
国
四
ａ
○
口
ご
ｇ
〉
同
ミ
ミ
詮
○
苫
号
冒
忽
ミ
ミ
馬
へ
昔
も
Ｑ
ミ
ー
ミ
ミ
向
ミ
》
も
胃
耐
》
乞
窒
》
ロ
圏
少

頁
。
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第5章急進社会党と圧力団体

ス
に
起
源
を
も
つ
。
博
愛
、
瞑
想
、
進
歩
を
基
本
精
神
と
す
る
制
度
と
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
や
開
明
的
貴
族
を
引
き
つ
け
、

十
八
世
紀
に
は
ョ
－
ロ
ッ
パ
全
体
の
国
々
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
大
革
命
以
前
の
知
性
の
再
生
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
。
ま
た
、
一
七
七
三
年
創
立
の
「
フ
ラ
ン
ス
大
支

部
」
（
⑦
国
且
‐
○
国
①
ヨ
号
卑
目
８
）
は
、
十
九
世
紀
を
通
じ
て
、
政
治
的
色
彩
の
強
い
舞
台
と
な
る
。
会
員
は
、
共
和
制
の
設

立
と
強
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
の
ち
に
、
急
進
社
会
党
結
党
後
は
、
多
数
の
幹
部
を
送
り
こ
ん
だ
。
と
い
う
の
は
フ
リ

ー
メ
ー
ソ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
根
本
的
に
対
立
し
て
い
る
か
ら
、
第
三
共
和
制
期
に
お
い
て
は
、
反
教
権
政
策
を
と
る
急

進
社
会
党
と
緊
密
に
結
び
つ
く
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

現
在
で
は
、
自
由
主
義
カ
ト
リ
ッ
ク
と
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
一
定
の
部
分
が
和
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
動
き
も
あ
る
。
し
か

（
２
）

し
、
現
在
に
お
い
て
も
、
反
教
権
主
義
は
「
コ
ン
ブ
の
時
も
変
ら
な
い
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
政
党
で
は
な
く
、
ま
た
政
治
結
社
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
し

（
３
）

か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
七
一
年
頃
か
ら
、
目
立
っ
て
、
政
治
的
な
干
渉
を
は
じ
め
た
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。

フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
が
急
進
派
と
か
か
わ
り
だ
す
の
は
、
一
八
八
五
年
頃
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
オ
ポ

ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
（
○
弓
日
言
凰
曾
①
）
に
関
係
を
も
っ
て
い
た
が
、
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
の
実
業
家
、
教
会
へ
の
接
近
は
、
フ
リ
ー

（
４
）

メ
ー
ソ
ン
を
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
か
ら
遠
ざ
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

以
後
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
と
急
進
派
（
急
進
社
会
党
設
立
は
一
九
○
一
年
）
の
協
調
は
続
く
。
そ
の
協
調
は
、
一
九
三
六
年

を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
は
緊
密
で
大
規
模
な
協
調
、
そ
れ
以
後
は
ま
っ
た
く
名
目
的
な
も
の
と
い
う
ふ
う
に
二
つ
の
時
期
に

区
分
さ
れ
る
。

ま
ず
、
一
九
○
一
～
一
九
三
六
年
の
期
間
か
ら
み
て
ゆ
こ
う
。
急
進
社
会
党
は
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
か
ら
、
そ
の
期
間
、
非
常
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（
７
）

フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
急
進
社
会
党
の
設
立
に
大
き
く
貢
献
す
る
。
事
実
、
急
進
社
会
党
を
設
立
し
た
共
和
改
革
行
動
委
員
会

（
８
）

の
前
身
で
あ
る
後
援
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
大
部
分
が
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
一
九
○
一
年
の
創
立
大
会
に
お
い

て
は
、
一
五
五
の
ロ
ッ
ジ
が
党
に
加
盟
し
た
。
以
後
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
急
進
社
会
党
が
各
地
域
に
根
を
張
っ
て
ゆ
く
た
め

（
９
）

の
手
助
け
を
す
る
。
党
の
大
会
で
い
つ
も
の
べ
ら
れ
る
こ
と
は
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
ヘ
の
感
謝
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
組
織
的
加
入
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
は
、
一
九
一
○
年
代
ま
で
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
急
進
社
会

党
の
設
立
と
そ
の
地
固
め
に
お
い
て
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
大
き
く
貢
献
し
た
。
そ
れ
は
、
党
の
骨
組
み
、
そ
の
統
一
、
政
治

的
方
向
に
つ
い
て
、
他
に
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
貢
献
を
し
た
。
け
れ
ど
も
、
一
九
一
四
年
以
降
に
お
い
て
は
、

党
の
構
造
面
に
お
け
る
協
力
の
緊
密
さ
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
急
進
社
会
党
が
、
も
は
や
成
長
の
時
代
で
は

フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
組
織
だ
け
で
な
く
、
人
的
な
面
で
も
急
進
社
会
党
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
一
九
○
八
年
の
デ
ィ
ジ
ョ
ン

大
会
の
執
行
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
し
め
る
割
合
は
表
１
に
し
め
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
が
多
く
い
た
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
が
党
の
執
行
部
を
握
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
執

（
通
）

行
委
員
会
を
実
質
的
に
動
か
し
た
議
員
や
パ
リ
代
表
の
な
か
に
多
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

急
進
社
会
党
の
著
名
な
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、
ブ
リ
ッ
ソ
ン
（
団
房
８
コ
）
、
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
（
尿
自
国
呂
侭
ｇ
厨
）
、
ぺ

（
皿
）

な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

の
間
ｌ
、
多
数
の
議
巨

（
６
）

い
た
」
と
の
べ
て
い
る
。

（
５
）

に
深
い
影
響
を
受
け
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
党
の
構
造
、
党
の
幹
部
、
政
治
行
動
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た
っ
て
い
た
。

グ
ー
ル
ド
ン
は
、
そ
れ
に
関
し
て
、
「
急
進
社
会
党
は
、
一
九
○
四
～
一
九
四
○
年
の
間
ｌ
コ
ン
ブ
か
ら
ダ
ラ
デ
ィ
エ
ま
で

の
間
ｌ
、
多
数
の
議
員
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
ロ
ッ
ジ
、
地
方
の
委
員
会
な
ど
の
織
り
な
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
て
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（
Ｍ
）

党
大
会
の
決
議
は
、
閣
議
の
す
ぐ
前
に
あ
り
、
閣
議
の
決
議
を
支
配
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
者
も
あ
る
。

第
三
に
、
そ
れ
は
、
も
っ
と
具
体
的
に
、
選
挙
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
る
。
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
が
、
と
く
に
効
果
的
に
、
選

（
喝
）

挙
に
影
響
を
あ
た
え
た
も
の
と
し
て
、
一
九
二
四
年
選
挙
と
一
九
三
二
年
選
挙
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
つ
ぎ
に
、
一
九
三
六
年
以
降
の
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
と
急
進
社
会
党
の
関
係
を
み
て
お
こ
う
。
簡
単
に
い
え
ば
、
二
つ

の
組
織
の
間
に
、
あ
る
程
度
の
分
離
が
お
こ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
い
っ
そ
う
激
し
く
な
る
。

す
な
わ
ち
、
一
九
三
六
年
に
な
っ
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
大
支
部
」
が
、
急
進
社
会
党
か
ら
社
会
党
へ
と
、
地
す
べ
り
現
象
を
お
こ

表1 1908年執行委員会でフリーメーソンがしめる割

合'1）

ル
タ
ン
（
雰
房
冨
巳
、
コ
ン
ブ
（
○
○
日
冨
巴
ら
が
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
で
あ
る
。
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
九
○
五
年
～
一
九
一
二
年
の
間
は
、
党
の
委
員
長
に
な

（
過
）

つ
た
者
は
、
す
べ
て
の
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
フ
リ
ー
メ

ー
ソ
ン
が
急
進
社
会
党
内
で
い
か
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。し

た
が
っ
て
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
と
急
進
社
会
党
は
、
実
際
の
政
治
行
動
に
お
い
て

も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。

第
一
に
、
二
つ
の
組
織
の
協
定
な
り
連
携
は
、
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
た
。

第
二
に
、
同
一
の
政
治
問
題
（
た
と
え
ば
選
挙
法
の
問
題
）
は
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン

の
ロ
ッ
ジ
や
大
会
と
、
急
進
社
会
党
の
大
会
ま
た
は
執
行
委
員
会
に
お
い
て
、
関
連
し

て
討
議
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
ル
ド
レ
Ｐ
巴
泳
）
の
よ
う
に
「
フ
リ
ー
メ
ー

ソ
ン
の
決
議
は
、
急
進
社
会
党
大
会
の
決
議
に
先
行
し
、
そ
れ
を
支
配
し
、
急
進
社
会
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執行委員数
(人）

うちフリーメ
ーソン （人）

比率(％）

下院議員 126 59 47

上院議員 37 27 73

地方議員 92 27 30

活動家代表 258 106 41

合 計 513 211 41



す
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
終
り
に
お
い
て
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
が
、
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
か
ら
急
進
社
会
党
に
移
っ
た
の
と

ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
今
度
は
、
社
会
党
の
方
へ
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
二
次
大
戦
後
に
お
い

（
肥
）

て
は
、
急
進
社
会
党
と
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
異
な
っ
た
政
治
方
向
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

た
だ
し
、
個
人
的
な
つ
な
が
り
と
い
う
関
係
は
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
一
番
よ
い
例
が
、
戦
前
か
ら
急
進
社
会
党
員
で
あ
っ

た
エ
リ
オ
室
①
三
三
）
、
デ
ル
ボ
ス
ｅ
里
ｇ
巴
、
マ
ロ
セ
リ
（
三
日
○
陥
邑
ら
が
、
戦
前
期
の
議
員
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
委
員

長
で
あ
っ
た
ラ
マ
デ
ィ
エ
（
宛
四
目
且
耐
己
を
支
持
し
て
、
一
九
四
七
年
一
月
の
彼
の
連
立
内
閣
組
閣
に
あ
た
っ
て
、
デ
ル
ポ
ス

（
Ⅳ
）

と
マ
ロ
セ
リ
が
入
閣
し
た
例
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
急
進
社
会
党
の
歴
史
を
通
じ
て
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
と
の
つ
な
が
り
は
か
な
り
密
接
な
こ

と
は
わ
か
る
の
だ
が
、
完
全
な
併
合
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
一
四
年
以
前
で
も
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
が
急
進
社
会
党
を
一
手
に
指
導
し
た
と
は
い
え
な
い
。
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
、

急
進
社
会
党
を
引
き
ず
ろ
う
と
し
て
、
失
敗
し
た
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
一
○
年
の
ル
ー
ア
ン
大
会
で
は
、

比
例
代
表
制
に
関
し
て
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
そ
の
新
し
い
方
式
に
賛
成
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
た
の
に
、
大
会
は
ま
つ

（
岨
）

た
く
反
対
の
こ
と
を
決
議
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
フ
ラ
ン
ス
大
支
部
」
が
、
社
会
党
と
連
携
す
る
た
め
に
、
一
九
三
六
年
、
急
進
社
会
党
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
の
も
人
民

（
岨
）

戦
線
の
経
験
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
、
も
と
も
と
、
急
進
社
会
党
と
社
会
党
の
絆
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
民
戦
線
の
形
成
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
。
二
つ
の
政
党
の
敵
対
性
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
仕
事
は
決
し
て
小
さ
く
評
価
さ
れ

（
別
）

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
一
九
三
四
年
に
は
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
が
公
共
の
大
事
業
（
電
気
、
銀
行
、
保
険
）
が
国
有
化
さ
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れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
な
ど
、
資
本
主
義
に
対
し
て
活
発
な
批
難
を
強
め
た
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、
七
○
○
人
の
急
進

（
虹
）

社
会
党
員
が
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
を
離
れ
て
い
る
こ
と
も
、
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
を
、
多
少
図
式
化
す
れ
ば
、
急
進
社
会
党
の
右
傾
化
が
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
左
傾
化
を
よ
び
お
こ
し
、
フ
リ
ー
メ

ー
ソ
ン
の
左
傾
化
が
急
進
社
会
党
の
右
傾
化
を
よ
び
お
こ
し
た
、
と
い
う
関
係
が
な
り
た
つ
の
で
あ
る
。

フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
に
対
す
る
急
進
社
会
党
の
自
立
の
意
思
は
、
時
と
し
て
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
三

四
年
の
ク
レ
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
の
臨
時
大
会
で
、
前
書
記
長
が
「
急
進
社
会
党
は
社
会
党
に
追
随
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い

（
犯
）

う
定
式
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
「
急
進
社
会
党
は
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
に
も
追
随
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
急
進
社
会
党
と
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
つ
な
が
り
は
絶
対
で
は
な
く
、
二
つ
の
つ
な
が
り
は
基
本
的
に
は
反
教

権
主
義
ｌ
政
教
分
離
言
偏
溌
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
え
よ
う
．
だ
か
ら
世
俗
化
の
問
秦
し
だ
い
に
解
決
さ
れ
て
く
る
と
、

あ
る
い
は
急
進
社
会
党
が
そ
れ
に
熱
意
を
失
っ
て
く
る
と
、
そ
の
つ
な
が
り
は
弱
ま
っ
て
い
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
急

進
社
会
党
が
中
央
右
派
の
政
党
へ
と
移
行
し
て
き
た
こ
と
と
、
物
質
的
圧
力
団
体
へ
の
ま
す
ま
す
増
加
す
る
気
づ
か
い
は
、
両

（
型
）

者
の
つ
な
が
り
を
い
っ
そ
う
弱
め
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

（
１
）
「
教
育
連
盟
」
に
つ
い
て
は
、
閉
異
冨
風
月
Ｐ
５
且
言
》
目
言
§
ｓ
ｏ
ミ
言
屋
鎧
さ
言
恥
目
言
い
騎
馬
鳥
罵
冒
馬
碕
ミ
ミ
、
ミ
邑
冨
包

尋
、
ミ
喧
鼠
具
罫
、
目
ミ
ミ
記
包
さ
壽
畠
ａ
ｌ
患
室
切
○
目
〕
言
己
蝿
】
ご
露
．
が
く
わ
し
い
。

（
２
）
以
上
の
記
述
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
学
辞
典
の
要
約
で
あ
る
。
国
．
○
○
輿
呂
》
ロ
ミ
ご
菖
葛
負
言
烏
冒
営
違
愚
鳥

約
討
§
富
冴
Ｐ
勺
胃
酎
・
乞
霊
々
ロ
ロ
余
午
念
舎
少
．
シ
穴
○
口
ご
曾
巴
・
》
ｃ
計
斡
○
葛
菖
ミ
尽
号
も
具
詠
埼
鳥
ゞ
石
臼
厨
》
ら
ご
ゞ
己
」
金
．

（
３
）
ロ
．
国
閏
号
ロ
自
国
．
ｓ
・
墓
．
己
．
圏
〆

（
４
）
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
、
保
守
派
、
急
進
派
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
⑦
．
ｍ
自
彊
買
い
Ｑ
尋
。
身
ミ
ミ
愚
冨
薑
雲
⑮
葛
国
Ｉ
宅
屋
々

も
胃
厨
〕
ら
弓
．
ロ
ロ
聟
－
宮
．
司
３
口
わ
○
勝
⑦
○
ぬ
匡
里
》
侶
国
も
具
隷
愚
塁
、
忌
め
も
Ｑ
葺
冴
曽
鼠
奇
園
甫
愚
ご
塁
堂
昌
震
い
岳
念
）
ご
詔
》
ロ
ロ

認
‐
雪
．
中
木
康
夫
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
』
（
上
）
未
来
社
、
一
九
七
五
年
、
二
四
七
～
二
七
九
四
頁
。
横
山
信
『
フ
ラ
ン
ス
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（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
蛆
）

（
５
）

（
６
）

（
過
）

（
Ｍ
）

へへ

1211
ー…

政
治
史
』
福
村
出
版
、
一
九
六
八
年
、
四
一
～
四
八
頁
。

国
胃
合
口
目
鼻
》
ｓ
・
曼
・
こ
・
圏
戸

シ
匿
冒
⑦
○
匡
儲
・
Ｏ
Ｐ
Ｐ
の
己
四
再
一
門
四
島
ｏ
巴
ゞ
言
の
○
屋
の
菌
島
吊
只
さ
国
・
の
三
四
巨
国
ｏ
の
ロ
ロ
ぐ
の
局
”
閏
》
頭
雷
葺
冴
も
ｏ
ミ
ミ
ミ
鴎
ミ
ミ
厨
思
の

②
ミ
ミ
ー
鴎
、
菖
蜀
毒
塁
８
〕
ご
韻
〉
ロ
ロ
筐
雫
圏
Ｐ

三
・
ロ
ロ
ぐ
９
ｍ
四
》
ｈ
鴎
も
員
暮
時
も
。
罫
ミ
ミ
鴎
》
も
四
吋
耐
》
忌
日
》
己
電
》
つ
つ
弓
中
』
弓
．
ロ
ロ
く
閂
ｍ
閏
證
智
凰
ミ
侭
爵
も
ミ
ミ
ミ
高
》
ロ
ム
露
．

国
四
ａ
ｇ
ｐ
２
》
ｓ
，
ミ
》
弓
．
圏
〒
圏
』

尋
ミ
・
》
ロ
圏
］

こ
の
こ
と
は
、

三
口
匡
吊
侭
閂
》
Ｏ
§
忽
言
言
鼠
興
号
ミ
ミ
ミ
冴
営
達
ミ
ミ
い
霊
房
》
ご
巽
岳
三
》
弓
．
宅
中
色
Ｐ

、
閂
号
ロ
国
璽
》
８
．
皇
も
』
鶴
．
よ
り
作
成
。

執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
の
内
訳
は
、
党
副
委
員
長
十
六
人
中
、
十
三
人
、
書
記
長
十
六
人
中
六
人
が
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
で
あ
っ

た
。
セ
ー
ヌ
県
連
合
会
の
代
表
、
二
二
人
中
、
十
九
人
、
パ
リ
在
住
の
連
合
会
代
表
、
七
四
人
中
、
四
五
人
が
フ
リ
ー
メ
ー

ソ
ン
で
あ
っ
た
。
尋
量
・
》
ロ
圏
い
連
合
会
に
つ
い
て
は
第
三
章
、
六
五
’
七
○
頁
参
照
。

尋
ミ
・
》
ロ
ロ
圏
甲
圏
浄

写
ミ
・
も
』
霊
．
石
原
司
「
急
進
派
と
そ
の
政
治
行
動
」
山
本
桂
一
編
『
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
の
研
究
』
有
信
堂
、
一
九
六

六
年
、
所
収
、
三
二
頁
参
照
。
バ
ル
ド
ネ
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
筆
者
は
未
見
で
あ
る
が
、
次
の
書
で
あ
る
。
９
．
序
号
忠
．

お

こ

急進社会党得票う
◎

表2

数

急
進
社
会
党
の
得
票
数
か
ら
も
わ
か
る
。
以
下
、
急
進
社
会
党
の
該
当
期
間
の
得
票
数
の
推
移
を
し
め
し
て
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す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
知
的
圧
力
団
体
は
、
基
本
的
に
は
、
急
進
社
会
党
の
左
翼
に
か
か
わ
り
、
こ
の
党
の
右
翼
は
、
物

質
的
圧
力
団
体
の
影
響
を
し
ば
し
ば
受
け
や
す
い
。
急
進
社
会
党
が
右
傾
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
知
的
圧
力
団
体
の
影
響
が
弱

ま
り
、
物
質
的
圧
力
団
体
の
影
響
が
大
き
く
な
る
の
で
あ
る
。

へへへへへへ

201918171615
…ーーー…ー

へ

24
…

へへへ

232221
…ーー

第
三
節
急
進
社
会
党
と
物
質
的
圧
力
団
体

琴
己
・
》
己
』
色
．

写
ミ
・
》
ロ
匿
戸

雰
訂
こ
“
臣
同
日
。
貝
》
里
、
専
雪
Ｓ
雪
ミ
ミ
零
ミ
ミ
さ
、
園
田
房
》
蜂
画
ョ
Ｃ
ａ
》
乞
窪
〕
弓
．
雪
‐
銘
．
な
お
、
人
民
戦
線

と
急
進
社
会
党
の
関
係
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
研
究
と
し
て
、
渡
辺
和
行
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
形
成
過
程
を
め
ぐ
る
一
考

察
」
Ｈ
口
日
「
法
学
論
叢
』
第
一
○
八
巻
、
五
号
、
第
一
○
九
巻
、
一
号
、
二
号
（
一
九
八
一
年
二
月
、
四
月
、
五
月
）
が

察
」
ハ

Ｆ
負
、
ご
葛
？
ミ
ｓ
８
菖
菖
⑬
嵐
Ｑ
ご
認

画
閏
９
口
ご
輿
》
９
．
蔓
．
壱
』
雪

辱
ミ
．
》
ロ
圏
酌

尋
ミ
．
》
ロ
鵠
Ｐ

政
教
分
離
の
法
律
的
側
面
か
ら
の
研
究
は
千
々
和
義
信
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
教
分
離
制
度
の
成
立
」
『
関
西
大
学
法
学
論

集
』
第
三
一
巻
第
六
号
（
一
九
八
二
年
、
三
月
）
が
労
作
で
あ
る
。

国
閏
号
ご
ロ
輿
ゞ
ｓ
・
ミ
．
右
』
金
．

琴
ミ
・
》
己
』
全

あ
る
。

団
四
『
Ｑ
ｏ
ｐ
ｐ
①
庁
ゞ
。
ご
旦
忌
》
ロ
国
↑
」
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こ
れ
ら
の
圧
力
団
体
で
主
要
な
も
の
は
、
「
農
業
振
興
全
国
協
会
」
ａ
ｇ
芯
芯
ｚ
豊
○
国
巴
の
Ｑ
閃
９
８
日
猪
の
日
①
三
四
一
）

シ
四
月
三
言
吊
）
、
「
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
委
員
会
」
（
○
○
日
忌
三
閉
２
国
呂
）
、
「
経
済
利
益
連
合
」
ａ
昌
呂
号
巴
》
言
芯
扇
扇
腎
ｇ
ｏ
ｇ
］
，

邑
朋
）
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

「
農
業
振
興
全
国
協
会
」
は
、
急
進
社
会
党
が
結
び
つ
い
た
も
っ
と
も
古
い
組
織
で
あ
る
。
急
進
派
が
あ
ま
り
に
も
緊
密
に
結

び
つ
い
て
い
る
の
で
、
準
急
進
派
（
富
国
‐
『
且
旨
巴
）
と
よ
ば
れ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ィ
エ
ー
ル
（
弓
三
の
邑
（
第
三
共
和
制
初
代

大
統
領
）
が
、
一
八
七
二
年
、
大
土
地
所
有
者
を
結
集
し
て
つ
く
っ
た
「
フ
ラ
ン
ス
農
業
協
会
」
⑦
ｇ
試
芯
号
の
シ
噴
門
巳
言
吊
の

号
蜀
日
ロ
８
）
に
対
抗
し
て
一
八
八
○
年
、
レ
オ
ン
・
ガ
ン
ベ
ッ
タ
（
尿
目
⑦
四
ョ
言
茸
巴
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
は
じ
め
か
ら
君
主
や
領
主
に
対
抗
す
る
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の

（
１
）

と
こ
ろ
で
、
急
進
社
会
党
は
「
地
方
主
義
」
の
政
党
で
あ
る
か
ら
、
各
地
方
の
小
さ
な
地
方
利
益
を
主
張
す
る
圧
力
団
体
の

影
響
を
著
し
く
受
け
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
プ
ジ
ャ
ー
ド
運
動
言
呂
蔚
日
の
具
酉
巳
且
①
）
に
対
す
る
急
進
社
会

党
の
態
度
も
そ
の
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
プ
ジ
ャ
ー
ド
運
動
が
地
方
利
益
の
圧
力
運
動
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、

急
進
社
会
党
の
態
度
は
あ
い
ま
い
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
プ
ジ
ャ
ー
ド
派
の
「
商
人
・
手
工
業
者
擁
護
同
盟
」
己
昌
８
号

ロ
理
２
用
号
の
９
日
ョ
閏
窟
。
扇
巴
シ
三
思
房
）
（
略
称
は
、
己
．
ロ
．
。
．
シ
・
）
が
強
く
浸
透
し
て
い
る
地
域
で
は
、
選
挙
戦
術
を

考
慮
し
て
、
そ
れ
を
支
持
す
る
必
要
も
あ
っ
た
。

（
３
）

し
か
し
、
急
進
社
会
党
は
地
方
利
益
だ
け
と
り
あ
げ
る
の
で
は
な
い
。
与
党
で
も
あ
り
、
国
家
権
力
の
側
に
つ
く
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
こ
ま
か
く
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
重
要
で
は
あ
る
が
、
不
可
能
な
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
全
国
的
に
組

織
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
ま
た
、
プ
ジ
ャ
ー
ド
運
動
の
よ
う
な
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
継
続
的
な
組
織
に
か
ぎ
っ
て
の

織
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
一

べ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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「
農
業
振
興
全
国
協
会
」
は
急
進
社
会
党
に
対
す
る
圧
力
団
体
と
い
う
よ
り
、
急
進
社
会
党
の
た
め
の
圧
力
団
体
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
た
ん
に
急
進
社
会
党
の
選
挙
網
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
資
金
源
に
も
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
地
方

に
お
い
て
、
協
同
組
合
と
か
信
用
金
庫
の
よ
う
な
機
能
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
圧
力
団
体
を
超
え
て
、
有
形
無
形

（
５
）

の
援
助
を
急
進
社
会
党
に
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
委
員
会
」
は
、
正
式
の
名
称
を
、
「
商
工
農
共
和
委
員
会
」
（
○
○
三
敲
忌
冒
三
８
言
目
。
○
日
日
田
８
・
巴
．

（
６
）

邑
己
吊
三
の
の
ａ
巴
》
シ
四
月
昌
冨
３
）
で
あ
り
、
創
設
者
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
の
名
を
と
っ
て
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
組
織
が
、

三
つ
の
圧
力
団
体
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
急
進
派
的
で
あ
る
。
一
八
九
八
年
、
メ
リ
ー
ヌ
（
三
蜜
月
）
の
保
護
貿
易
主
義
が
、

大
実
業
家
の
み
に
し
か
利
益
に
な
ら
な
い
の
を
、
く
い
と
め
る
た
め
に
結
集
さ
れ
た
、
中
小
企
業
者
の
組
合
で
あ
る
。
「
マ
ス
キ

ュ
ロ
ー
委
員
会
」
は
、
選
挙
資
金
を
援
助
し
な
が
ら
、
急
進
社
会
党
と
中
小
企
業
者
の
な
か
だ
ち
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
基

（
７
）

本
的
な
任
務
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
多
数
の
下
部
機
関
を
も
っ
て
い
た
こ
と
や
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
と
の
密
接
な
関

係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
政
治
的
、
選
挙
的
な
影
響
は
、
経
済
的
な
面
を
超
え
て
い
た
。
一
九
一
四
年
以
前
は
、

（
８
）

そ
の
こ
と
が
、
と
く
に
は
な
は
だ
し
か
っ
た
。

急
進
社
会
党
と
「
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
委
員
会
」
の
つ
な
が
り
を
ま
ず
人
的
な
面
か
ら
み
て
ゆ
こ
う
。
創
設
者
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
は
、

宝
石
商
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
セ
ー
ヌ
県
選
出
の
上
院
議
員
で
あ
り
、
そ
の
う
え
一
九
○
一
～
一
九
一
三
年
の
間
、
急
進
社

会
党
の
執
行
委
員
会
に
お
け
る
権
利
代
表
た
る
位
置
を
確
保
し
て
い
た
。
彼
だ
け
で
な
く
、
「
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
委
員
会
」
の
そ
の

（
９
）

他
多
数
の
メ
ン
バ
ー
が
権
利
代
表
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
権
利
代
表
と
は
何
か
説
明
し
て
お
こ
う
。
執
行
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

農
業
組
織
の
歴
史
は
、
農
》

（
４
）

の
矛
盾
を
反
映
し
て
い
た
。 農

業
を
め
ぐ
る
諸
階
級
の
対
立
の
歴
史
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
組
織
、
問
題
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
諸
階
級
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に
な
る
資
格
と
し
て
、
権
利
代
表
（
一
隅
日
の
ョ
耳
朋
号
ｇ
ｏ
ご
と
選
出
代
表
（
一
隅
ョ
の
日
言
＄
四
房
）
が
あ
り
、
権
利
代
表

は
執
行
部
の
推
せ
ん
に
よ
る
も
の
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
権
利
を
も
っ
て
い
る
代
表
で
あ
り
、
選
出
代
表
は
下
部
機

（
皿
）

関
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
表
で
あ
る
。
急
進
社
会
党
の
場
合
、
権
利
代
表
の
ほ
う
が
数
も
多
く
、
勢
力
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
こ

（
、
）

と
か
ら
、
「
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
委
員
会
」
が
急
進
社
会
党
に
内
部
か
ら
影
響
力
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
二
年
頃
か
ら
、
急
進
社
会
党
左
派
が
社
会
主
義
者
と
結
託
し
だ
し
て
か
ら
、
「
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
委
員
会
」

は
急
進
社
会
党
だ
け
の
支
持
を
引
込
め
る
こ
と
に
な
り
、
執
行
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
も
減
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
著
名
な
人
た

（
胆
）

ち
と
の
人
的
な
つ
な
が
り
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
続
き
、
戦
後
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。

「
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
委
員
会
」
は
、
急
進
社
会
党
の
選
挙
活
動
に
は
選
挙
資
金
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
協
力
し
た
。
し
か
し
、

こ
こ
に
も
変
化
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
○
二
年
、
一
九
○
六
年
の
選
挙
に
お
い
て
は
全
面
的
に
協
力
す
る
の
だ
が
、
一
九

（
週
）

二
四
年
の
左
翼
連
合
に
参
加
し
た
急
進
社
会
党
に
対
し
て
は
、
支
持
を
引
込
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
影

（
Ｍ
）

響
し
て
、
急
進
社
会
党
は
右
傾
化
し
て
ゆ
く
。
急
進
社
会
党
が
ポ
ワ
ン
カ
レ
内
閣
に
参
加
し
た
の
は
、
「
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
委
員
会
」

（
巧
）

に
気
が
ね
し
た
あ
ら
わ
れ
が
一
つ
の
要
因
に
な
っ
て
い
る

要
す
る
に
、
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
委
員
会
は
、
初
期
に
お
い
て
、
急
進
社
会
党
の
み
を
支
持
し
て
い
た
の
だ
が
、
経
済
利
害
団
体

の
特
質
と
し
て
、
し
だ
い
に
他
の
右
派
の
政
党
も
支
持
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
急
進
社
会
党
の
右
傾
化
を
招
く

「
経
済
利
害
連
合
」
は
、
他
の
二
つ
が
、
あ
る
程
度
、
準
急
進
派
、
言
い
か
え
れ
ば
、
傍
系
団
体
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
の

に
く
ら
べ
、
こ
れ
は
純
然
た
る
圧
力
団
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
業
界
の
一
般
的
な
見
地
か
ら
、
お
よ
そ
政
治
権
力
に
か
か
わ

る
す
べ
て
の
機
関
に
、
圧
力
を
か
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
急
進
社
会
党
も
利
用
さ
れ
る
政
党
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
一
九
一
○

の
で
あ
っ
た
。
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年
に
設
立
さ
れ
、
主
と
し
て
大
実
業
家
を
結
集
し
た
。
組
織
の
大
き
さ
に
も
の
を
い
わ
せ
て
、
公
権
力
や
政
党
に
、
も
っ
と
も

（
肥
）

強
く
、
も
っ
と
も
直
接
的
な
、
圧
力
を
行
使
し
た
。

「
経
済
利
害
連
合
」
は
、
選
挙
の
時
に
、
選
挙
資
金
に
よ
っ
て
、
急
進
社
会
党
に
強
力
な
圧
力
を
か
け
る
。
彼
ら
が
急
進
社
会

党
を
援
助
す
る
の
は
、
彼
ら
が
急
進
社
会
党
の
政
策
を
全
面
的
に
支
持
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
た
だ
急
進
社
会
党
が
極
左
と
連

（
〃
）

合
す
る
の
を
妨
げ
る
た
め
に
そ
う
す
る
の
だ
っ
た
。

例
を
人
民
戦
線
に
と
っ
て
み
よ
う
。
人
民
戦
線
の
綱
領
は
ト
ラ
ス
ト
の
国
有
化
を
う
た
っ
て
は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
実
業

家
た
ち
に
は
、
そ
の
前
奏
曲
で
は
な
い
か
、
と
恐
れ
さ
す
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
人
民
戦
線
の
そ
の
後
の
過
程
が
、
実
際
に
は
、

企
業
家
の
自
由
の
原
則
に
打
撃
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
「
経
済
利
害
連
合
」
が
、
急
進
社
会
党
の
議
員
に
、

（
肥
）

精
力
的
に
働
き
か
け
た
こ
と
が
、
重
要
な
原
因
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

第
二
次
大
戦
後
は
、
「
経
済
利
害
連
合
」
に
か
わ
っ
て
「
行
政
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
」
（
Ｏ
ｇ
ｑ
●
の
Ｑ
固
呂
＄
シ
ロ
ョ
ヨ
厨
言
異
ご
朋

里
向
８
９
三
昌
朋
）
が
実
業
界
の
資
金
援
助
の
機
関
に
な
っ
た
。
共
産
党
の
代
議
士
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
一
年
の
選
挙
に
お
い

て
、
急
進
社
会
党
議
員
は
前
議
員
が
五
十
万
フ
ラ
ン
、
元
議
員
は
、
百
万
フ
ラ
ン
を
受
取
っ
た
と
い
う
。
一
九
五
六
年
か
ら
ふ

（
旧
）

た
た
び
「
経
済
利
益
連
合
」
が
資
金
援
助
の
中
心
に
な
る
。

（
３
）

（
４
）

（
１
）
参
照
、
第
三
章
。

（
２
）
プ
ジ
ャ
ー
ド
運
垂

プ
ジ
ャ
ー
ド
運
動

頁
0

に
関
し
て
は
、
の
冨
己
聖
困
○
琴
ご
四
国
ロ
》
層
ミ
ミ
馬
ミ
、
ミ
ェ
ミ
ミ
、
》
野
『
耐
．
ご
認
．
二
一
言
乏
薑
閏
易
）

ト
Ｑ
ミ
、
言
ミ
ミ
馬
さ
罵
言
、
『
冬
響
ミ
ミ
鳥
》
蚕
房
》
ご
己
・
弓
．
淫
午
雪
③
中
木
、
前
掲
書
（
中
）
、
二
六
六
～
二
七
五

国
冑
号
コ
ロ
里
ゞ
９
．
ミ
・
》
弓
．
麗
竿
圏
印
の
国
○
廟
ョ
目
Ｐ
Ｓ
・
ミ
．
》
弓
』
宝
‐
謡
〆

函
．
三
ｇ
号
閉
》
Ｆ
＄
胃
癌
己
囲
ご
○
吊
隠
風
８
一
隅
里
冨
９
房
ご
月
》
記
亀
胃
喜
§
富
言
号
の
ミ
ミ
ミ
営
雪
ミ
ミ
》
乞
訊
．
弓

●
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（
５
）

（
６
）

（
皿
）

（
過
）

（
Ｍ
）

（
巧
）

（
略
）

（
Ⅳ
）

（
肥
）

（
岨
）

（
Ⅱ
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
蛆
）

尋
己
．
、
ロ
』
留

守
量
．
｝
ロ
ロ
翠

表
の
よ
う
な
、

尋
量
．
、
弓
．
謁

司
四
の
ｌ
『
中
司
・

画
閂
号
ロ
ロ
里
】
呂
皇
・
ゞ
弓
』
ｇ
‐
誤
』
・
国
．
ゞ
普
圏
ご
扁
国
①
侭
田
》
頭
閨
曽
苫
冴
繧
営
鼠
菫
ミ
ミ
目
↓
忌
日
耳
丘
需
乞
員
口
宅
．

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
（
垂
坤
巴
冨
閉
２
国
且
）
は
、
一
八
四
八
年
、
パ
リ
に
生
ま
れ
る
。
普
仏
戦
争
（
一
八
七

○
’
一
八
七
二
に
は
パ
リ
防
衛
に
従
軍
す
る
。
一
八
七
一
年
、
父
親
が
創
立
し
た
宝
石
工
場
の
経
営
を
引
き
つ
ぐ
。
一
八

七
三
年
に
は
パ
リ
で
宝
石
商
組
合
を
つ
く
り
、
の
ち
に
会
頭
と
な
り
一
九
○
二
年
ま
で
そ
の
職
に
あ
っ
た
。
一
八
八
七
年
に

は
、
パ
リ
第
三
区
共
和
委
員
会
委
員
長
と
し
て
、
下
院
選
挙
で
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
将
軍
と
争
い
、
大
敗
す
る
。
終
身
上
院
議
員

に
な
っ
た
の
は
、
一
九
○
五
年
で
、
一
九
二
六
年
死
亡
す
る
。
臣
墓
§
冨
ｓ
馬
冬
の
言
吾
ミ
ミ
ミ
ミ
ご
ざ
ミ
畠
｝
ｓ
日
①
く
胃
》

も
四
国
伊
』
や
『
い
つ
画
い
④
毎

国
胃
号
ロ
ロ
里
》
毎
ミ
．
》
ロ
＆
望
．
国
ｇ
ご
雪
．
両
言
日
目
員
旧
国
営
ミ
ミ
胃
暑
冒
ミ
ミ
ミ
音
§
冨
冴
》
も
胃
尉
》
岳
＄
も
．
こ
い

国
四
『
ｑ
Ｏ
ｐ
ｐ
の
戸
目
迂
回
・
》
ロ
画
、
Ｐ

尋きき琴
ミミミミ

ロロロロ
ロロロ ・
． 。 。 ［。

［･［。 ［。Q－1
mmEJ－1‐

ｍ四

尋
ミ
．
》
ロ
』
窪

山
白
．
イ
ギ
リ
ス
の
急
進
派
の
「
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
自
由
連
盟
」
も
、
執
行
委
員
選
出
に
権
利
代
表
と
選
出
代

表
の
よ
う
な
、
推
薦
委
員
と
公
選
委
員
の
区
別
が
あ
っ
た
。
池
田
清
『
政
治
家
の
未
来
像
ｌ
ジ
ョ
セ
フ
・
チ
ェ
ム
バ
レ
ン

と
ケ
ア
・
ハ
ー
デ
ィ
』
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
、
二
六
’
二
七
頁
。

も
と
よ
り
、
執
行
委
員
会
の
大
半
は
権
利
メ
ン
バ
ー
た
る
議
員
に
よ
っ
て
し
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

第
四
章
、
一
○
七
’
一
○
八
頁
、
参
照
。

国
胃
号
ロ
ロ
里
ゞ
８
．
曼
・
》
弓
画
認
‐
誤
騨

こ
の
左
翼
連
合
と
急
進
社
会
党
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
甸
．
⑦
○
空
色
》
８
．
曼
・
右
西
余

国
胃
号
口
ご
輿
》
９
．
曼
・
毛
．
閉
口

ｍ
１
国
印
や
。

忠
〒
圏
岸
⑦
○
彊
座
》
８
．
皇
．
七
句
ら

画
⑰
骨
１
画
③
国
。
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第5章急進社会党と圧力団体

し
か
し
、
こ
の
区
別
は
あ
る
意
味
で
は
正
し
く
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
以
下
に
の
べ
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
の
だ
が
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け
の
圧
力
と
か
、
経
済
利
益
だ
け
の
圧
力
と
い
う
も
の
は
、
本
来
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
知
的
圧
力
団
体
が
ゞ
圧
力
を
か
け
る
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
そ
の
圧
力
は
政
策
に
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

政
策
は
実
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
行
動
が
必
要
と
な
る
。
行
動
と
は
全
体
で
あ
り
、
た
ん
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

も
経
済
的
利
益
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
知
的
圧
力
団
体
の
圧
力
は
、
た
ん
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け
に

圧
力
を
か
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
政
治
的
事
実
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
質
的
圧
力
団
体
も
同
じ
こ
と

で
、
ど
ち
ら
も
、
政
治
的
事
実
を
ひ
き
お
こ
す
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
急
進
社
会
党
と
圧
力
団
体
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
経
済
的
利
益
か
、
と
先
天
的

に
区
別
す
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
政
治
状
況
の
な
か
で
、
ど
の
圧
力
が
ど
れ
だ
け
の
有
効
さ
を
も
っ
て
機
能
す
る
か
、
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
以
上
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
能
力
も
時
間
も
な
い
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
圧
力
団
体
と
急
進
社
会
党

の
関
係
に
お
い
て
、
政
党
構
造
の
う
え
で
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。

ま
ず
、
第
一
に
、
急
進
社
会
党
と
圧
力
団
体
の
人
的
つ
な
が
り
が
非
常
に
大
き
い
。
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
質
的
圧
力
団

た
0

以
上
の
よ
う
に
、
急
進
社
会
党
と
圧
力
団
体
の
関
係
を
、
知
的
圧
力
団
体
と
物
質
的
圧
力
団
体
に
区
分
し
な
が
ら
論
じ
て
き

第
四
節
お
わ
り
に
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体
の
と
こ
ろ
で
の
べ
た
マ
ス
キ
ュ
ロ
ー
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
圧
力
を
か
け
る
う
え
で
、
単
純
な
や
り
方
で
あ

る
が
、
効
果
的
で
あ
り
、
直
接
的
で
あ
る
。

第
二
に
、
本
章
で
の
べ
た
こ
れ
ら
の
圧
力
団
体
の
う
ち
大
半
は
、
急
進
社
会
党
の
育
て
親
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

と
く
に
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
は
、
党
組
織
や
党
勢
力
を
拡
大
す
る
こ
と
に
絶
大
な
努
力
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
団

体
を
、
圧
力
団
体
と
い
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
に
、
そ
れ
と
関
連
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
圧
力
団
体
は
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
も
い
う
よ
う
に
「
あ
る
領
域
で
、
あ
る
範
囲

（
１
）

（
２
）

に
お
い
て
の
み
、
行
動
す
る
」
と
い
う
禁
欲
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
あ
る
も
の
は
宗
教
を
超
え
、
あ

る
も
の
は
農
業
を
超
え
て
、
急
進
社
会
党
に
介
入
し
て
く
る
の
だ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
免
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
は
、
「
経
済
利
害
連
合
」
だ
け
で
あ
る
。
あ
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
三
つ

の
傾
向
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
圧
力
団
体
と
し
て
の
問
題
性
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
急
進
社
会
党
の
政
党

構
造
の
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
三
つ
の
傾
向
を
裏
返
せ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
い
か
に
急
進
社
会
党
の
政
党
組
織

が
脆
弱
で
あ
り
、
急
進
社
会
党
は
幹
部
政
党
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
急
進
社
会

党
は
、
こ
の
意
味
で
も
、
組
織
政
党
に
な
り
え
な
い
構
造
的
特
徴
を
有
し
て
い
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
１
）
□
こ
ぐ
①
侭
閂
》
陣
員
呈
飼
討
も
。
ミ
ミ
篇
》
ロ
迄
岸

（
２
）
そ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
の
圧
力
団
体
の
無
党
派
性
に
注
目
し
た
い
。
内
田
満
『
ア
メ
リ
カ
圧
力
団
体
の
研
究
』
三
一
書
房
、

一
九
八
○
年
、
と
く
に
八
七
’
九
二
頁
、
参
照
。
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フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
期
に
お
け
る
も
っ
と
も
支
配
的
な
政
党
は
フ
ラ
ン
ス
急
進
社
会
党
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス

急
進
社
会
主
義
者
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
綱
領
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
出
版
と
結
社
の
自
由
、
普
通
選
挙
の
完
全

実
施
、
教
会
と
国
家
の
分
離
、
財
政
改
革
、
非
宗
教
的
無
償
義
務
教
育
、
常
設
軍
の
中
止
を
掲
げ
て
い
る
が
、
Ｍ
・
デ
ュ
ヴ
ェ

（
１
）

ル
ジ
ェ
の
言
う
「
十
九
世
紀
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
党
」
の
綱
領
と
し
て
考
え
て
み
た
場
合
、

プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
党
と
し
て
普
遍
的
な
課
題
と
、
そ
の
政
党
独
自
の
課
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
急
進

社
会
党
の
場
合
、
こ
の
独
自
な
課
題
と
し
て
、
教
会
と
国
家
の
分
離
、
非
宗
教
的
無
償
義
務
教
育
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
と
は
十

九
世
紀
の
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
な
ら
ほ
ぼ
ど
こ
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
政
党
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
強
い
国
で
は
、
教
会
と
国
家
の
分
離
の
問
題
が
一
般
に
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
、
フ
ラ
ン
ス
急
進
社
会
党
が
こ
の
独
自
な
課
題
を
提
起
し
、
ま
た
実
現
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
。
実
は
、

こ
こ
に
、
フ
ラ
ン
ス
急
進
社
会
党
の
重
要
な
問
題
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
最
近
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
急

第
六
章
ア
ベ
・
ル
ミ
ー
ル
小
論

’
十
九
世
紀
末
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
の
一
側
面
Ｉ

第
一
節
は
じ
め
に
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進
社
会
党
の
歴
史
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
党
の
も
っ
と
も
華
や
か
な
活
動
は
大
体
一
九
一
四
年
頃
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
党
が
第
一
次
大
戦
後
凋
落
し
て
い
っ
た
主
要
な
原
因
は
、
ふ
つ
う
、
こ
の
党
が
反
教
権
主
義
の
課
題
を
果
た
し
、

目
標
を
失
っ
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
独
自
な
課
題
こ
そ
が
フ
ラ
ン
ス
急
進
社
会
党
の
中
心
的
課
題

だ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
筆
者
は
こ
の
独
自
な
課
題
の
ほ
う
が
最
近
気
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
か

も
独
自
の
課
題
の
よ
う
に
み
え
て
、
実
は
根
本
的
な
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
心
臓
は
左
、
財
布
は
右
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
急
進
社
会
党
の
ま
さ
に
心
臓
的
問
題
は
反
教
権
主
義
で
あ
る

と
考
え
る
。
だ
が
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
教
権
主
義
が
急
進
社
会
党
に
対
し
て
精
力
的
に
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
対
象
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
教
権
主
義
が
そ
れ
だ
け
重
要
で
強
大
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
教
権
主
義
、
言

い
か
え
れ
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
を
明
ら
か
に
し
な
い
か
ぎ
り
、
急
進
社
会
党
の
存
在
理
由
は
抽
象
的
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
し

ま
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
政
党
構
造
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
以
下
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
末
の
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
動
向
を

追
求
す
る
こ
と
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
動
向
に
密
接
に
関
連
す
る
「
民
主
主
義
司
祭
」
（
シ
与
野
ロ
、
日
○
‐

９
異
＄
）
と
よ
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
代
表
的
人
物
で
あ
り
、
ノ
ー
ル
県
選
出
の
下
院
議
員
を
連
続
八
期
つ
と
め
た
司
祭
議
員
で
も

あ
る
ル
ミ
ー
ル
司
祭
（
シ
ウ
忘
席
旦
吊
）
を
考
祭
す
る
こ
と
を
、
直
接
の
目
的
に
し
よ
う
と
思
う
。
「
民
主
主
義
司
祭
」
と
急
進

（
ワ
】
）

派
が
根
本
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
意
外
と
同
じ
よ
う
な
課
題
を
か
か
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
十
九
世
紀

末
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
の
問
題
点
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
三
四
巨
風
の
①
ロ
ロ
ぐ
の
『
ぬ
閏
》
旧
鴎
、
国
菖
冴
ｓ
ｏ
ミ
ミ
ミ
閏
》
も
画
風
の
》
岳
臼
一
零
ｍ
ｇ
己
雪
》
ロ
ミ
．

（
２
）
］
８
早
三
胃
肘
冨
晏
の
胃
》
偏
鴎
忌
言
房
烏
冒
罠
甫
愚
冨
量
目
鳥
》
も
閂
尉
》
岳
畠
》
ロ
岳
か

140



第6章アベ ルミール小論

一
八
九
一
年
、
レ
オ
十
三
世
（
尿
○
口
雷
邑
に
よ
る
歴
史
的
回
勅
「
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
」
亀
、
ミ
ミ
之
○
ミ
ミ
ミ
）

ラ
リ
マ
ン

が
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
・
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
第
三
共
和
制
へ
の
「
和
解
」
完
里
房
日
の
員
）
の
気
運
が
決
定
的
と
な

り
、
そ
れ
が
一
八
九
三
年
の
選
挙
に
影
響
を
あ
た
え
る
。
そ
れ
ま
で
の
政
治
的
文
派
を
考
慮
し
て
単
純
化
す
れ
ば
、
共
和
派
が

左
右
へ
分
岐
し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
り
、
左
は
急
進
派
プ
ラ
ス
社
会
主
義
者
、
右
は
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
や
モ
デ
レ
（
穏
和
派
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
大
前
提
で
あ
る
が
、
問
題
は
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
が
「
ラ
リ
マ
ン
」
を
行
な
っ
た
の
は
後
者
の
い

ラ
リ
エ
ー

わ
ゆ
る
右
派
共
和
主
義
者
と
の
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
反
共
和
主
義
勢
力
が
す
べ
て
共
和
制
と
「
和
解
」
し
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
西
部
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
王
党
派
（
８
冨
房
話
巴
が
一
八
九
七
年
の
選
挙
で
も
激
し

（
１
１
）
ラ
リ
エ
ー

く
争
っ
て
い
る
。
一
八
九
三
年
の
選
挙
で
は
「
和
解
派
」
（
国
崖
肝
）
は
三
十
議
席
し
か
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
多
数
の
右

派
共
和
派
が
構
成
す
る
「
与
党
共
和
主
義
者
」
は
三
百
十
一
議
席
を
獲
得
し
た
。
一
方
社
会
主
義
者
は
十
議
席
、
急
進
派
は
百

四
十
議
席
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
和
解
派
」
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
（
シ
ざ
閏
亘
の
三
口
己
や

ジ
ャ
ッ
ク
・
ピ
ウ
（
言
Ｂ
匡
隅
頭
目
）
は
落
選
す
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
は
「
ラ
リ
マ
ン
」
の
政
治
的
効
果
の
弱
さ
を
し
め
す

よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
十
九
世
紀
末
の
政
治
史
的
観
点
か
ら
長
期
的
に
み
れ
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
・
ゴ
ゲ
ー
ル
の
言
う
「
秩

序
派
」
（
○
ａ
昂
酔
号
邑
は
、
一
八
九
三
年
の
選
挙
以
降
、
も
は
や
共
和
制
と
い
う
一
つ
の
制
度
の
敵
対
者
で
あ
る
こ
と
を
や

（
２
）

め
る
。
こ
の
第
三
共
和
制
に
お
け
る
一
つ
の
転
換
期
を
つ
く
り
だ
し
た
の
が
「
ラ
リ
マ
ン
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
本
稿
の
中

心
人
物
で
あ
る
ル
ミ
ー
ル
は
初
当
選
を
ノ
ー
ル
県
で
果
た
し
て
い
る
し
、
マ
ン
や
ピ
ウ
も
の
ち
の
補
欠
選
挙
で
当
選
す
る
。

第
二
節
政
治
史
的
背
景
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こ
う
し
て
、
新
議
会
の
最
初
よ
り
政
治
的
ク
リ
マ
は
一
変
す
る
。
急
進
派
は
内
閣
を
去
り
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
（
Ｏ
言
１
＄

ロ
呂
呈
）
は
大
統
領
を
辞
任
す
る
。
こ
の
こ
と
は
内
閣
が
め
ず
ら
し
く
モ
デ
レ
の
共
和
主
義
者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
急
進
派
や
社
会
主
義
者
の
攻
撃
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
以
前
保
守
派
で
あ
っ
た

勢
力
の
支
持
を
頼
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
八
九
三
年
の
選
挙
以
降
、
「
秩
序
派
」
と
「
運
動
派
」
の
構

モ
ナ
ル
シ
ス
卜

成
や
議
会
内
に
お
け
る
関
係
が
、
第
三
共
和
制
の
初
期
よ
り
異
な
っ
て
く
る
。
「
秩
序
派
」
は
、
以
後
、
「
君
主
主
義
者
」
言
呂
閏
‐

９
重
隅
）
よ
り
も
プ
ロ
グ
レ
シ
ス
ト
や
モ
デ
レ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
も
っ
と
も
代
表
的

な
内
閣
は
、
一
八
九
六
年
か
ら
一
八
九
八
年
に
か
け
て
の
メ
リ
ー
ヌ
（
三
匹
旨
の
）
内
閣
で
あ
る
。
メ
リ
ー
ヌ
は
モ
デ
レ
に
よ
る

同
質
的
な
内
閣
を
つ
く
る
が
、
そ
の
存
在
理
由
は
、
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
（
尿
○
国
国
○
員
需
○
邑
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
「
賢

明
な
る
実
際
的
な
社
会
主
義
」
の
改
革
や
所
得
税
改
革
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
く
つ
に
立
法
改
革
を
し
た
の
で

は
な
い
に
せ
よ
、
メ
リ
ー
ヌ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
に
対
し
て
非
常
に
妥
協
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
彼
は
、
一
八
九
七
年
に
、
「
選

（
３
）

挙
人
の
飢
え
を
紛
ら
わ
す
た
め
の
急
進
派
の
戦
術
で
あ
る
反
教
権
主
義
」
を
押
し
返
し
た
と
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
政
府
の
態
度
に
よ
っ
て
世
論
に
お
け
る
反
宗
教
的
感
情
と
教
権
主
義
的
傾
向

と
の
対
立
は
弱
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
期
の
動
向
の
中
心
的
な
要
素
は
「
ラ
リ
マ
ン
」
で
あ
っ
た
。
以
下
、
そ
れ

（
４
）
モ
ナ
ル
シ
ス
ム

に
つ
い
て
追
跡
し
て
み
よ
う
。
十
九
世
紀
末
ま
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
は
「
君
主
主
義
」
の
大
義
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
カ

ト
リ
ッ
ク
勢
力
は
共
和
主
義
者
の
反
教
権
主
義
的
綱
領
と
戦
う
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
そ
れ
以
上
に
、
共
和
制
そ
の
も
の
に
対
し

て
不
屈
の
敵
対
心
を
燃
や
し
て
い
た
。
一
八
八
七
年
の
ル
ー
ヴ
ィ
エ
角
○
口
ａ
閏
）
内
閣
の
仲
介
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
み
れ
ば
対

立
を
激
し
く
さ
せ
る
だ
け
の
欺
隔
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
部
分
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
主
義
者
の

運
動
が
共
和
制
と
対
立
す
る
に
い
た
っ
た
時
、
そ
の
陣
営
に
参
加
し
た
。
そ
の
後
に
お
け
る
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
の
優
越
と
急
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進
派
の
一
定
の
後
退
は
、
教
会
と
共
和
制
の
間
の
妥
協
の
試
み
に
好
意
的
な
ク
リ
マ
を
作
り
出
し
た
。
冒
頭
に
の
べ
た
九
三
年

の
壱
－
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
』
が
出
る
以
前
、
す
で
に
、
レ
オ
十
三
世
は
、
彼
の
希
望
と
し
て
、
教
会
の
利
害
の
擁
護
と

純
粋
に
君
主
主
義
的
あ
る
い
は
政
治
的
問
題
と
の
間
の
混
同
を
避
け
た
い
、
と
公
言
し
て
き
て
い
た
。
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
の
失
敗

以
後
、
教
皇
に
は
、
状
況
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
世
論
に
は
っ
き
り
と
訴
え
る
の
に
有
利
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
と
い

う
の
は
、
モ
デ
レ
の
共
和
主
義
者
が
、
急
進
派
に
対
し
て
、
自
分
達
を
強
化
す
る
た
め
に
熱
心
に
再
編
成
を
し
よ
う
と
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
急
進
派
は
当
面
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
モ
デ
レ
の
接
近
を
妨
害
で
き
る
ほ
ど
強
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ

こ
の
よ
う
に
し
て
、
共
和
制
と
い
う
制
度
を
受
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
は
立
法
を
変
え
て
ゆ
く
や
り

方
を
選
択
し
た
。
そ
れ
こ
そ
レ
オ
十
三
世
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
課
題
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
教
皇
は
、
教
会
と
時
と
し
て
宗
教

に
敵
対
的
な
教
育
と
の
間
に
何
の
接
触
も
な
い
ま
ま
、
学
校
制
度
が
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
不
安
を
抱
い
た
の
で
あ
っ
た
。

の
み
な
ら
ず
教
皇
は
資
本
主
義
の
発
展
が
西
欧
諸
国
に
及
ぼ
す
問
題
に
つ
い
て
も
自
覚
し
て
い
た
。
彼
は
、
『
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ

ァ
ー
ル
ム
』
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
た
ち
は
現
代
社
会
の
問
題
を
解
決
す
べ
く
専
念
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
た
め
に

は
労
働
組
合
を
つ
く
り
、
労
働
者
の
保
護
と
労
働
条
件
の
集
団
的
規
制
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
べ
た
。
彼
は
こ
の
問

題
に
関
し
て
国
家
に
そ
の
使
命
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ
れ
は
当
時
の
自
由
主
義
の
理
論
家
た
ち
が
国
家
に
対
し
て
認
め
た

よ
り
は
る
か
に
大
き
な
分
野
に
わ
た
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
対
応
は
資
本
主
義
世
界
に
対
す
る
た
ん
な
る

反
動
で
あ
る
、
と
し
て
す
ま
す
こ
と
の
で
き
ぬ
問
題
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
「
ラ
リ
マ
ン
」
の
問
題
は
、
十
九
世
紀
未
に
社
会
主

義
者
の
登
場
に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る
社
会
問
題
と
も
関
連
し
て
提
起
さ
れ
て
き
た
、
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
社
会
主
義
者
が

（
５
）

成
功
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
の
社
会
問
題
の
提
起
も
実
現
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
、
本
章
で
と
り
あ

れ
た
。
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こ
の
節
で
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
「
ラ
リ
マ
ン
」
と
は
、
前
節

で
多
少
と
も
触
れ
た
よ
う
に
、
一
つ
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
が
モ
ナ
ル
シ
ス
ト
と
手
を
切
る
こ
と
を
幾
度
も
は
っ
き
り
と
し
た
言
葉

で
表
現
し
た
規
範
で
あ
り
、
他
方
で
、
公
衆
に
は
明
言
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
内
部
の
幹
部
に
は
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
た
、
宗
教

（
１
）

の
争
い
を
留
保
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
と
モ
デ
レ
の
共
和
主
義
者
の
結
集
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

（
２
）

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
お
け
る
「
ラ
リ
マ
ン
」
支
持
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
た
ち
は
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
さ
れ
る

こ
と
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
新
し
く
成
長
し
つ
つ
あ
る
勢
力
で
あ
る
が
、
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主

主
義
者
」
Ｓ
ｍ
日
○
ｑ
異
＄
Ｏ
胃
竪
ｇ
巴
た
ち
。
彼
ら
は
労
働
者
階
級
に
熱
心
な
眼
を
向
け
た
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
が

ア
ペ
●
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト

「
民
主
主
義
司
祭
」
た
ち
で
あ
り
、
本
章
の
「
は
じ
め
に
」
で
の
べ
た
と
お
り
、
ル
ミ
ー
ル
は
当
然
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。

げ
る
、
「
汁

け
で
あ
る
。

（
１
）

「社

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

会
問
題
」
を
積
極
的
に
と
り
あ
げ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
」
の
ル
ミ
ー
ル
司
祭
に
接
近
す
る
視
角
も
あ
る
わ

第
三
節
カ
ト
リ
ッ
ク
の
適
応

シ
ロ
ロ
忌
盟
の
鳳
凰
の
ｇ
己
弓
狩
Ｑ
震
も
ｏ
違
愚
震
、
へ
烏
冒
蜀
高
言
Ｒ
号
一
〕
・
農
の
風
の
。
農
奇
画
甫
愚
ご
屋
重
埼
謹
、
》
祠
四
コ
の
》
ご
屋
造
の
、
具
》

』
や
、
↑
》
ロ
ロ
．
胃
の
』
１
』
や
函
．

句
３
口
わ
○
厨
の
○
ぬ
ロ
巴
）
偶
。
、
。
ミ
ミ
震
、
忌
め
も
国
葺
冴
ざ
罵
言
閏
嵜
愚
ご
言
迂
愚
震
、
）
勺
胃
尉
）
ご
全
轆
毎
ｍ
Ｑ
〕
ご
認
》
ロ
ロ
ョ
ｌ
計
．

］
・
‐
シ
角
．
】
【
国
昌
の
匡
蹴
○
ｓ
．
、
謎
・
》
つ
つ
．
函
昌
函
’
四
』
式

甸
．
⑦
○
ぬ
口
座
》
・
口
向
詠
・
》
ロ
ロ
ョ
？
『
Ｐ

］
．
‐
三
・
三
皇
①
日
．
ゞ
９
．
曼
・
も
』
韻
．
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「
民
主
主
義
司
祭
」
は
政
治
的
に
は
「
自
由
カ
ト
リ
シ
ス
ム
」
（
８
夢
○
房
耐
日
巴
号
野
こ
の
一
部
を
継
承
す
る
が
、
経
済
的
な

観
点
で
は
ま
っ
た
く
そ
う
で
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
お
い
お
い
の
べ
て
ゆ
こ
う
。
つ
ぎ
に
、
第
二
の

モ
ナ
ル
シ
ス
ム

グ
ル
ー
プ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
君
主
主
義
は
あ
ま
り
に
復
古
主
義
で
あ
る
か
ら
嫌
い
、
共
和
制
に
順
応
し
て
ゆ
こ
う
と
す

る
社
会
的
に
は
保
守
主
義
の
立
場
を
と
る
人
た
ち
。
の
ち
に
の
べ
る
ノ
ー
ル
県
の
経
営
者
層
が
そ
の
例
で
あ
る
。
第
三
の
グ
ル

ー
プ
は
、
教
皇
に
信
心
深
く
従
う
人
た
ち
で
、
彼
ら
は
、
「
ラ
リ
マ
ン
」
が
共
和
制
に
対
す
る
抵
抗
よ
り
も
教
会
に
利
す
る
、
と

考
え
て
、
そ
の
政
治
的
妥
協
を
支
持
す
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
・
デ
ュ
・
パ
ン
Ｐ
四
目
○
日
号
勺
ヨ
）
侯
爵
や

ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
伯
爵
の
い
く
ぶ
ん
か
貴
族
的
な
「
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
」
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ラ
・
ト

ゥ
ー
ル
・
デ
ュ
・
パ
ン
は
「
ラ
リ
マ
ン
」
を
支
持
し
な
か
っ
た
。

三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
「
ラ
リ
マ
ン
」
に
連
合
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
っ
か
い
な
連
合
で
あ
っ
た
。
第
二
の
グ
ル
ー
プ
に

属
す
る
保
守
的
な
政
治
家
た
ち
は
例
外
も
な
く
経
済
思
想
に
お
い
て
は
自
由
主
義
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
レ
オ
十
三
世
の

指
示
は
キ
リ
ス
ト
の
神
話
で
あ
り
、
彼
ら
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
し
か
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
効
用
は
、
た
だ

（
３
）

教
会
を
し
て
古
く
か
ら
の
世
俗
へ
の
執
着
を
さ
せ
て
い
る
習
慣
を
ゆ
っ
く
り
と
変
更
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
の
グ

ル
ー
プ
と
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
」
や
「
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の
立
場
」
に
立
つ
人
た
ち
が
容
易
に
手
を
結
ぶ
こ
と
が
で

き
ぬ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
、
共
和
制
に
敵
対
し
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
十
九
世
紀
未
の

政
治
社
会
へ
の
適
応
の
困
難
さ
と
複
雑
性
を
し
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
し

（
４
）

オ
十
三
世
の
立
脚
点
で
あ
る
。
教
皇
が
「
ラ
リ
マ
ン
」
政
策
を
打
ち
出
し
て
き
た
の
は
三
つ
の
背
景
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
一

に
、
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
の
国
際
政
治
に
お
け
る
外
交
的
孤
立
。
第
二
に
、
現
代
世
界
に
お
け
る
精
神
的
権
威
の
回
復
。
第
三
に
、

（
５
）

「
ロ
ー
マ
教
会
の
長
女
」
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
会
の
嘆
か
わ
し
い
位
置
と
条
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
レ
オ
十
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フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
に
お
け
る
対
立
は
、
一
定
の
歴
史
的
経
過
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
九
世
紀
を
通
し
て
「
ガ

ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ム

リ
カ
ニ
ス
ム
」
（
⑦
巴
言
昌
厨
日
①
）
と
「
教
皇
至
上
主
義
」
ａ
岸
目
白
○
国
冨
口
尉
日
の
）
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。
「
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
」

と
は
、
古
く
一
六
八
二
年
に
聖
職
者
に
対
す
る
王
の
支
配
権
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
ボ
ッ
シ
ュ
エ
司
教
な
ど
が
四
か
条
に
ま
と

め
た
「
ガ
リ
カ
ン
教
会
の
自
由
条
項
」
に
そ
の
精
神
の
起
源
を
見
出
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ロ
ー
マ
教
皇
に
対
し
て
フ
ラ
ン

ス
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
相
対
的
独
自
性
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
十
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
原
初
の
意
味
か
ら
離
れ
て
単
に
ウ
ル
ト

ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ム
に
対
立
す
る
も
の
と
い
う
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
「
自
由
カ
ト
リ
シ
ス
ム
」
が
重
要
で
あ

る
。
「
自
由
カ
ト
リ
シ
ス
ム
」
は
ラ
ム
ネ
ー
（
Ｆ
四
三
①
ロ
ロ
巴
巴
に
よ
っ
て
一
八
二
○
～
三
○
年
代
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
ラ
ム

ネ
ー
の
思
想
は
幾
多
の
遍
歴
を
た
ど
る
わ
け
で
、
最
初
は
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ト
と
し
て
、
い
か
に
ロ
ー
マ
教
皇
の
絶
対
的

な
権
威
の
た
め
に
新
し
い
確
固
と
し
た
基
礎
を
お
く
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
彼
の
行
き
つ
い
た
と
こ
ろ
は
、
教
会

（
６
）

が
未
来
の
社
会
の
形
成
に
参
与
し
た
け
れ
ば
教
会
が
自
由
に
む
か
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
地
点
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
自
由
と
し
て
、
良
心
と
宗
教
の
自
由
、
教
育
、
言
論
、
結
社
の
自
由
を
列
挙
し
、
中
央
集
権
主
義
の

廃
止
と
国
家
と
教
会
の
分
離
を
求
め
た
。
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
当
時
の
大
多
数
の
自
由
主
義
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
か
っ

た
。
ラ
ム
ネ
ー
自
身
の
考
え
の
中
に
も
、
自
由
と
カ
ト
リ
ッ
ク
は
対
立
す
る
面
を
も
っ
て
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
の
自
由
主

義
的
解
釈
は
、
一
部
の
下
級
の
司
祭
を
除
い
て
内
側
か
ら
の
支
持
を
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
外
側
か
ら
の
支
持
も
あ

り
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
一
八
三
二
年
八
月
三
十
日
、
ラ
ム
ネ
ー
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
回
勅
「
ミ
ラ
ー
リ
・
ヴ
ォ
ス
」
（
室
《
ミ
ミ

ミ
巴
が
出
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
名
指
し
で
は
な
い
が
、
諸
々
の
自
由
と
か
、
既
存
の
体
制
に
攻
撃
を
加
え
る
よ

三
世
の
こ
の
よ
う
な
背
景
に
も
と
ず
く
対
応
と
、
フ
ラ
ン
ス
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
グ
ル
ー
プ
の
様
相
が
、
「
ラ
リ
マ
ン
」
の
動
向

を
規
定
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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第 6章アベ・ルミール小論

う
な
諸
理
論
、
さ
ら
に
教
会
と
国
家
の
分
離
な
ど
の
諸
思
想
を
、
す
べ
て
非
難
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ラ
ム
ネ
ー
は

決
定
的
に
教
皇
と
分
裂
し
、
教
会
を
離
れ
、
社
会
主
義
的
革
命
の
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
る
が
、
教
会
を
離
れ
て
は
影
響

（
７
）

力
も
な
く
、
一
八
五
四
年
、
忘
れ
ら
れ
た
ま
ま
世
を
去
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
ム
ネ
ー
の
宗
教
政
策
は
半
世
紀
早
す
ぎ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
、
ラ
ム
ネ
ー
は
、
五
十
年
以
上
の
ち
に
出
て
く
る
マ
ル
ク
・
サ
ン
一
三
（
三
日
の
蟹
信
ロ
雪
）

（
８
）

と
な
ら
ん
で
、
正
当
な
意
味
で
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
」
の
創
始
者
で
あ
っ
た
。

ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ム
と
は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
山
（
ア
ル
プ
ス
）
を
越
え
て
ロ
ー
マ
の
ほ
う
へ
、
す
な
わ
ち
国
家

の
要
請
を
教
会
の
要
請
に
従
属
さ
せ
て
教
皇
を
強
力
に
支
持
す
る
立
場
の
こ
と
を
言
う
。
十
九
世
紀
の
前
半
で
は
ウ
ル
ト
ラ
モ

ン
タ
ニ
ス
ト
は
教
皇
庁
と
同
じ
く
反
共
和
制
思
考
を
も
ち
、
モ
ナ
ル
シ
ス
ト
と
手
を
結
ぶ
。
た
だ
、
社
会
問
題
と
な
り
つ
つ
あ

る
労
働
者
の
窮
状
に
対
し
て
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の
立
場
か
ら
救
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
上
か
ら
の
救
い
の
方
向
で
あ
る
に
せ

よ
、
「
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
」
が
出
て
く
る
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
・
デ
ュ
・
パ
ン
や
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・
マ

ン
が
こ
れ
を
代
表
す
る
。
ま
た
、
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ム
の
流
れ
を
く
む
下
部
組
織
に
属
す
る
司
祭
の
な
か
か
ら
出
て
く
る

立
場
で
、
現
実
の
社
会
問
題
に
専
念
し
、
レ
オ
十
三
世
の
回
勅
「
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
」
や
「
オ
・
ミ
リ
ュ
ー
・
デ
・

ソ
リ
シ
テ
ュ
ッ
ド
」
犀
言
ミ
三
豊
鳥
の
ご
霊
凰
言
号
巴
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
る
、
下
か
ら
の
カ
ト
リ
シ
ス
ム
に
よ
る
社
会
問
題

へ
の
接
近
す
る
立
場
を
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
」
と
よ
ぶ
。
も
っ
と
も
「
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主

義
」
を
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
区
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
以
下
に
の
べ
る
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
が
、
第
三
共
和
制
の
初
期
か
ら
労
働
者
大
衆
の
運
命
に
関
心
を
も
ち
、
パ
タ
ー
ナ

リ
ス
ム
の
立
場
か
ら
労
働
条
件
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
を
す
で
に
容
認
す
る
立
場
に
た
っ
て
お
り
、
レ
オ
十
三
世
が
フ
ラ
ン

ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
望
ん
だ
と
お
り
に
共
和
制
と
「
和
解
」
す
る
こ
と
に
ド
・
マ
ン
が
同
意
し
た
と
し
て
も
、
最
初
の
政
治
生
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第
二
は
、
す
で
に
た
び
た
び
指
摘
し
た
一
八
九
一
年
の
「
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
」
の
回
勅
で
あ
る
。
こ
の
有
名
な
回

勅
は
、
そ
の
当
時
社
会
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ニ
ン
グ
（
三
四
口
凰
晨
）
枢
機
卿
、
ド
イ
ツ
の
マ
イ
ン
ッ
の

ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ッ
テ
ラ
ー
負
寓
邑
閂
）
司
教
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
フ
ォ
ー

ゲ
ル
ザ
ン
ク
（
く
長
座
協
信
）
男
爵
ら
と
、
さ
き
に
あ
げ
た
フ
ラ
ン
ス
の
「
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
」
の
指
導
者
の
努
力
が
影
響
を

あ
た
え
た
結
果
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
回
勅
で
、
レ
オ
十
三
世
は
、
労
働
者
階
級
の
困
窮
を
憐
れ
み
、

教
会
だ
け
が
こ
の
社
会
問
題
に
効
果
的
な
解
決
を
あ
た
え
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
回
勅
は
、
た
と
え
ば
同
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な

シ
ラ
プ
ス
●
エ
ロ
ー
ル
ム

謬
説
を
批
判
す
る
一
八
六
四
年
の
悪
名
高
い
ピ
ウ
ス
九
世
の
「
誤
謬
表
」
（
響
雪
盲
の
画
貴
さ
竜
蒼
）
と
比
較
す
れ
ば
わ
か
る
よ

（
９
）

活
を
「
モ
ナ
ル
シ
ス
ト
」
と
し
て
出
発
し
た
彼
は
、
最
後
ま
で
貴
族
主
義
的
・
権
威
主
義
的
観
念
を
変
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

（
皿
）

「
わ
れ
わ
れ
は
形
式
を
受
け
い
れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
実
体
を
変
え
よ
う
と
思
う
」
と
は
ド
・
マ
ン
が
九
二
年
の
五
月

に
ヴ
ァ
チ
カ
ン
を
支
持
し
て
演
説
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
実
体
と
は
共
和
制
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ル
ミ
ー
ル
が
信
奉
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
」
の
理
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
一
八
九
○
年
代
に
発
達
し
た
が
、

（
ｕ
）

そ
れ
は
お
お
む
ね
三
つ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
鼓
吹
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
第
一
は
、
一
八
七
○
年
代
に
お
け
る
ド
・
マ
ン
や
ラ
．

ト
ゥ
ー
ル
・
デ
ュ
・
パ
ン
の
指
導
の
も
と
に
で
き
た
「
労
働
者
事
業
団
」
（
Ｆ
》
○
呂
司
の
号
の
８
月
肩
色
目
員
庸
邑
の
設
立
で

あ
っ
た
。
ド
・
マ
ン
も
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
・
デ
ュ
・
パ
ン
も
「
モ
ナ
ル
シ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
が
、
工
業
化
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ

れ
た
諸
問
題
に
教
会
が
関
心
を
も
ち
、
社
会
主
義
の
挑
戦
に
対
決
す
る
よ
う
に
望
ん
だ
。
「
労
働
者
事
業
団
」
は
労
働
者
階
級
が

直
接
の
関
心
を
も
っ
て
い
る
様
々
な
問
題
を
追
求
す
る
労
働
者
に
よ
る
研
究
グ
ル
ー
プ
を
下
部
に
も
っ
て
い
た
。
こ
の
運
動
は

パ
リ
、
北
部
、
南
東
部
に
お
い
て
八
○
年
代
に
人
気
を
博
し
た
が
、
九
○
年
代
に
お
い
て
社
会
主
義
が
拡
ま
る
と
と
も
に
勢
力

が
衰
え
て
い
っ
た
。
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う
に
、
当
時
の
社
会
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
熱
意
が
し
め
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
は
、
九
二
年
の
「
オ
・
ミ
リ
ュ
ー
・
デ
・
ソ
リ
シ
テ
ュ
ッ
ド
」
で
あ
る
。
「
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
」
と
な
ら
ん
で
、

こ
の
文
章
は
、
下
部
の
若
い
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
や
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
に
と
っ
て
、
民
主
主
義
の
精
神
が
ヴ
ァ
チ
カ
ン
に
到
達

し
た
証
し
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
運
動
の
指
導
者
と
し
て
は
ガ
イ
ロ
ー
（
⑦
皇
国
屋
ｅ
、
ノ
ー
デ
（
Ｚ
目
ｇ
ｏ
、
ガ
ル
一
三

（
⑦
閏
凰
閏
）
、
デ
ィ
ド
ン
ｅ
匙
目
）
、
タ
ブ
リ
ー
ｅ
号
ご
）
、
そ
し
て
ル
ミ
ー
ル
の
各
司
祭
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
で
は
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
ゴ
ア
ョ
ー
（
⑦
の
○
侭
朋
⑦
○
母
国
巳
、
ジ
ャ
ン
・
ブ
ル
ネ
（
詩
四
口
国
昌
ご
言
巴
、
レ
オ
ン
・
ア
ル
メ
ル
Ｐ
ｇ
ｐ
国
冑
日
堅
）

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
第
三
共
和
制
下
で
成
年
に
達
し
た
若
い
す
ぐ
れ
た
世
代
で
あ
り
、
王
政
復
古
な
ど
の
よ
う
な
空
想
的
な
可

能
性
に
は
興
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
根
っ
か
ら
の
民
主
主
義
者
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
諸
原
則
は
教
会
に
と

っ
て
利
す
る
は
ず
だ
と
信
じ
て
い
た
。
こ
の
点
で
は
彼
ら
は
ド
・
マ
ン
や
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
・
デ
ュ
・
パ
ン
と
は
鋭
く
異
な
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
」
は
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
中
で
は
少
数
派
で
あ
っ
た
。
だ

が
一
八
九
○
年
代
の
政
治
状
況
は
彼
ら
に
活
力
と
公
共
性
を
あ
た
え
る
。
そ
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
」
は
七
○
年
代
か

論
ら
「
労
働
者
事
業
団
」
が
根
を
お
ろ
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
北
部
に
お
い
て
と
く
に
強
か
っ
た
。
ノ
ー
ル
県
に
お
い
て
は
、
労
働

、川
者
と
司
祭
た
ち
に
よ
っ
て
「
ノ
ー
ル
民
主
連
合
」
己
昌
○
口
忌
日
○
９
里
ご
宮
の
ｇ
ｚ
ｏ
ａ
）
が
一
八
九
二
年
に
結
成
さ
れ
、
同
年
、

ノ一
一
機
関
紙
『
ラ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
ク
レ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
』
（
Ｆ
四
己
か
日
ｏ
９
豊
の
Ｏ
胃
雲
ｇ
ロ
①
）
が
リ
ー
ル
で
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
、

ル
．
ノ
ー
ル
県
の
す
ぐ
隣
の
ア
ル
デ
ン
ヌ
（
シ
ａ
ｇ
月
巴
県
の
ヴ
ァ
ル
・
デ
・
ボ
ワ
（
く
巴
‐
号
中
国
○
ご
で
は
織
物
実
業
家
で
も
あ

ベア
る
レ
オ
ン
・
ア
ル
メ
ル
が
自
分
の
工
場
に
模
範
的
な
社
会
制
度
を
樹
立
し
て
、
模
範
的
な
労
働
者
に
経
営
者
と
対
等
の
発
言
権

（
胆
）

章
を
認
め
て
い
た
。
さ
ら
に
、
す
ぐ
近
く
の
マ
ル
ヌ
（
三
閏
月
）
県
の
ラ
ン
ス
（
詞
の
言
巴
で
は
ア
ル
メ
ル
が
の
ち
に
指
導
者
と
な

６第
る
社
会
問
題
研
究
の
第
一
回
の
集
ま
り
が
一
八
九
一
年
に
開
か
れ
、
そ
れ
と
は
別
に
、
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
」
の
全
国
会
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（
過
）

議
が
一
八
九
三
年
に
は
じ
め
て
開
か
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ル
ミ
ー
ル
の
選
挙
区
ア
ズ
ブ
ル
ッ
ク
（
国
間
９
８
月
ご
郡
の
あ
る
ノ
ー
ル
県
が
い
か
に
「
キ
リ
ス
ト
教

民
主
主
義
」
の
絶
好
の
環
境
で
あ
る
か
理
解
で
き
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
で
、
ノ
ー
ル
県
と
ル
ミ
ー
ル
の
ほ
う
に

視
角
を
絞
っ
て
ゆ
き
な
が
ら
順
次
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。

（
１
）
シ
号
一
ｇ
ｐ
ｍ
扁
輿
扇
配
冴
言
馬
忌
蒔
雪
へ
馬
暑
言
、
昌
苫
８
８
ミ
⑲
ミ
言
昌
雪
魚
霞
房
｝
ご
望
称
Ｑ
『
２
月
里
８
ヨ
隠
ゆ
ら
語
》

へ

13
ー

（
８
）

（
９
）

（
Ⅲ
）

（
Ⅱ
）

（
岨
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
２
）
□
画
く
己
の
ロ
画
凰
３
》
弓
言
詞
巴
一
雨
ョ
①
貝
冒
吾
の
己
巳
匿
８
９
号
の
畠
宕
》
の
》
ヨ
ロ
四
く
昼
め
づ
９
吋
○
（
ａ
・
）
・
目
言
記
耐
ミ
ミ

、
二
国
苫
○
角
憎
臨
む
ｏ
Ｉ
Ｈ
℃
櫓
①
》
Ｐ
Ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
Ｐ
」
④
の
輿
ロ
ロ
』
吟
ｌ
』
口

（
３
）
少
．
ロ
四
国
の
里
房
》
○
画
の
獣
・
》
ロ
詔
』
．

（
４
）
シ
房
桝
四
目
・
関
ｍ
①
○
四
昌
言
〆
弓
言
記
国
三
豊
肩
ミ
ミ
由
喜
葛
暮
頭
基
ミ
。
輿
』
堕
さ
’
忌
室
即
○
四
日
ご
『
己
胸
の
〉
三
四
協
煙
の
ゴ
ロ
の
里
厨
》

少
．
艀
烏
菖
昊
ゞ
息

Ｐ
．
許
烏
昌
呉
》
８
．
蔓
・
も
．
＄

］
・
‐
二
戸
三
角
図
昌
の
匡
獄
・
も
．
○
弾
．
雪
ロ
．
」
の
Ｐ

【
ぐ
．
ア
ー
レ
テ
ィ
ン
（
沢
田
昭
夫
訳
）
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
ー
教
皇
と
近
代
世
界
』
、
平
凡
社
、
一
九
七
三
、
六
六
頁
。

句
３
局
○
耐
⑦
○
ぬ
口
座
・
○
胃
一
異
国
ロ
ロ
の
日
Ｏ
ｏ
３
Ｑ
冒
甸
３
口
８
》
言
冨
冑
さ
同
旨
画
匡
昌
四
国
Ｑ
句
．
⑦
○
ぬ
色
色
》
Ｏ
寄
嵐
忽
曽
冨
口
、
ミ
ミ
，

ミ
ミ
ミ
澤
函
曾
国
菖
旦
、
昌
菖
Ｒ
ゞ
ｚ
２
局
□
四
日
の
》
言
回
国
ご
Ｐ
己
圏
》
口
匡
Ｐ

シ
、
ロ
四
口
の
里
毎
ゞ
Ｃ
ｐ
Ｇ
詠
・
》
ロ
圏
中
匿
Ｐ

ロ
ロ
．
一
ｍ
四
’
一
ｍ
四

琴
ミ
・
》
ロ
ロ
霞
‐
窃

詞
○
ず
①
再
弓
巴
コ
ミ
》

骨
＠
ｍ
ｍ
》
ロ
ロ
．
四
ｍ
’
四
ロ

シ
．
の
①
Ｑ
唄
量
の
〆
。

琴
ミ
・
・
ロ
』
屋

』
の
争
興
ロ
．
“

い
、
い
薑
登
８
房
ミ
、
Ｓ
忌
藪
、
葛
、
葛
、
尽
冒
尽
口
“
ご
‐
暖
国
○
芹
ｂ
亀
計
ミ
獄
吻
負
８
ミ
さ
烏
爵
鴎
》
も
胄
圃

○
韓
・
》
己
．
ｍ
の
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ノ
ー
ル
県
の
政
治
的
気
候
、
ク
リ
マ
を
分
析
す
る
た
め
に
、
政
治
勢
力
を
右
か
ら
左
へ
通
観
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
全

体
像
を
浮
か
び
上
が
ら
す
べ
く
努
力
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
ノ
ー
ル
県
に
お
け
る
王
党
派
（
３
冨
房
毎
巴
で
あ
る
が
、
領
主
的

（
１
）

あ
る
い
は
貴
族
的
王
党
派
が
き
わ
め
て
弱
か
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
領
主
貴
族
が
不
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
王
党
派
の
結

集
点
に
な
る
と
こ
ろ
の
、
す
な
わ
ち
王
党
派
の
運
動
の
永
続
性
を
保
証
し
、
好
局
面
の
と
き
は
発
展
の
拠
点
と
な
り
、
局
面
が

悪
化
す
れ
ば
避
難
所
と
な
る
城
（
Ｏ
冨
毎
呂
己
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ノ
ー
ル
県
の
田
舎
部
に
お
け
る
王
党
派
に

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
他
の
地
方
の
田
舎
に
は
み
ら
れ
る
伝
統
と
君
主
制
へ
の
忠
誠
を
し
め
す
古
い
館
、
古
い
家
柄
が
確
固
と
し
て

存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
領
主
貴
族
に
か
わ
っ
て
王
党
派
の
勢
力
を
形
成
し
て
い
た
の
は
活
動
的
で
戦
闘
的
な
独
立

し
た
自
由
業
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
県
下
に
存
在
す
る
金
利
生
活
者
や
公
証
人
や
、
と
く
に
二
つ
の
中
心
都
市
ド
ゥ
エ

ー
ｅ
呂
邑
や
リ
ー
ル
に
多
か
っ
た
弁
護
士
、
辞
職
な
い
し
免
職
さ
れ
た
司
法
官
、
も
と
官
吏
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
部
の
教
授
、

モ
ナ
ル
シ
ー
ク

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
君
主
制
的
解
決
に
す
べ
て
を
委
ね
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
王
党
派
と
し
て

の
主
義
と
実
践
の
た
め
に
職
業
と
し
て
の
党
派
を
結
成
し
て
い
た
。
だ
が
、
彼
ら
は
王
党
主
義
を
自
分
た
ち
だ
け
の
存
在
に
限

っ
て
い
て
、
同
調
者
を
広
い
層
ま
で
に
拡
大
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
経
営
者
層
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
ノ
ー
ル
県
の
王
党
主
義
を
一
つ
の
独
特
な
主
張
と
し
て
認
め
て
は
い
た
。
リ

ー
ル
郡
の
例
を
と
る
と
、
こ
こ
で
は
王
党
派
運
動
は
独
創
的
で
か
つ
大
衆
的
な
特
色
を
も
っ
て
い
た
の
だ
が
、
一
○
三
人
の
運

動
支
持
者
の
う
ち
七
六
人
が
経
営
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
主
と
し
て
織
維
業
に
従
事
し
て
お
り
、
地
方
の
有
数
の
経
営
者
で
あ

第
四
節
ノ
ー
ル
県
の
政
治
的
ク
リ
マ
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っ
た
。
だ
が
、
彼
ら
は
独
立
し
た
自
由
業
者
た
ち
が
王
党
派
に
か
か
わ
る
ほ
ど
に
確
固
と
し
て
参
加
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ

た
。
彼
ら
の
熱
意
は
心
情
的
な
も
の
と
財
政
的
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
物
質
的
な
利
益
追
求
と
彼
ら
の
企
業
の
方

向
は
、
彼
ら
の
支
持
す
る
党
派
が
当
て
に
で
き
る
よ
う
な
柔
軟
さ
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
し
た
が
っ
て

王
党
派
の
運
動
に
全
面
的
に
関
与
す
る
に
し
て
は
、
彼
ら
の
一
定
程
度
の
理
性
が
多
く
の
留
保
を
つ
け
た
の
だ
っ
た
。
し
か
も
、

（
２
）

ノ
ー
ル
県
の
経
営
者
層
は
フ
ラ
ン
ス
の
保
守
政
治
か
ら
み
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
ノ
ー
ル
県
の
経
営
者
層
ほ

ど
フ
ラ
ン
ス
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
な
い
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ノ
ー
ル
県
の
経
営
者
は
財
力
と
伝
統
と
い
う
フ
ラ
ン

（
３
）

ス
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
特
色
を
結
び
つ
け
て
い
た
。
伝
統
と
い
う
の
が
い
か
に
も
フ
ラ
ン
ス
的
で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
。

十
九
世
紀
に
な
っ
て
ノ
ー
ル
県
は
著
し
く
経
済
成
長
を
と
げ
る
が
、
そ
の
原
因
は
鉱
山
業
と
織
維
業
で
あ
る
。
鉱
山
業
も
八
四

年
の
ア
ン
ザ
ン
（
炉
冒
ヨ
）
に
お
け
る
石
炭
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
と
関
連
し
て
重
要
な
分
析
対
象
で
あ
る
が
、
よ
り
興
味

を
引
く
の
は
、
中
規
模
経
営
で
同
族
的
経
営
を
特
色
と
す
る
北
部
に
発
達
し
た
織
維
業
で
あ
る
。
簡
単
に
言
う
と
、
鉱
山
業
や

（
４
）

冶
金
業
の
発
達
し
た
地
域
は
共
和
派
が
、
織
維
業
地
帯
は
保
守
派
が
支
配
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
こ
れ
に
関
連
す
る
ノ
ー
ル
県

の
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
特
殊
性
を
指
摘
し
て
お
く
と
、
人
口
五
万
人
以
上
の
都
市
に
住
ん
で
い
る
割
合
は
、
一
九
五
四
年
で

す
ら
、
八
分
の
一
に
み
た
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
村
落
に
住
む
人
口
が
五
○
％
を
割
る
の
も
や
は
り
一
九
五
四
年
以
降
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
織
維
業
が
農
業
人
口
が
多
い
こ
と
と
両
立
し
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
工
業
労
働
者
と
は
違
っ
た
ノ
ー
ル
県
独
自
の
労
働
者
の
性
格
を
特
色
づ
け
て
い
た
。

織
維
工
業
労
働
者
の
間
に
は
二
十
世
紀
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
的
習
慣
が
あ
た
り
ま
え
の
も
の
と
し
て
残
っ
て
い
た
と
い
わ

れ
る
。
経
営
者
層
も
、
も
ち
ろ
ん
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
何
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
十
九
世
紀
な
か
ば
の
ョ

－
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
経
営
者
層
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
時
、
は
っ
き
り
と
し
た
相
違
と
な
っ
て
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あ
ら
わ
れ
る
。
ノ
ー
ル
の
経
営
者
層
の
理
念
は
温
情
的
な
社
会
正
義
で
あ
り
、
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
社
会
、
宗
教
、
工
業
経
営
は
い
ず
れ
も
保
守
主
義
で
あ
り
、
経
営
形
態
も
同
族
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

基
い
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
が
、
第
三
共
和
制
の
前
期
、
十
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
ノ
ー
ル
県
の
経
営
者
層
が
他
の

（
５
）

ど
の
組
織
も
も
た
な
か
っ
た
独
特
の
政
治
的
結
合
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
同
族
的
き
ず
な
、
隣
接
関
係
、
経

営
利
益
、
あ
る
い
は
同
じ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
区
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
が
っ
た
ノ
ー
ル
県
の
経
営
者
層
は
彼
ら
の
経
営
と

政
治
行
動
を
同
一
線
上
に
置
い
た
の
だ
っ
た
。

ノ
ー
ル
県
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
た
ち
は
王
党
派
だ
っ
た
の
か
。
詳
細
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
彼
ら
は
た
だ
一
つ
の
こ

と
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
教
会
の
擁
護
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
共
和
主
義
者
の
思
想
傾
向
と
立
法
化
に
対
し
て
反
対
の
立
場

を
と
っ
た
。
し
か
し
ア
ズ
ブ
ル
ッ
ク
郡
の
郡
長
も
言
う
よ
う
に
「
選
挙
に
お
い
て
、
時
た
ま
候
補
者
が
共
和
派
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
候
補
者
が
教
会
に
対
し
て
中
立
あ
る
い
は
一
部
の
司
祭
と
協
調
し
て
い
る
な
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
支
持
を
受
け
る
に
値
す

る
」
。
ノ
ー
ル
県
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
た
ち
は
教
会
の
擁
護
が
保
証
さ
れ
れ
ば
、
全
体
的
に
は
政
治
問
題
に
興
味
を
し
め
さ

（
６
）

ず
、
他
の
何
を
措
い
て
も
王
党
派
を
支
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ル
ミ
ー
ル
ヘ
の
支
持
が
強

固
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。

次
に
、
ノ
ー
ル
県
の
共
和
主
義
者
あ
る
い
は
急
進
主
義
者
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
て
い

（
７
）る

の
で
詳
細
は
そ
れ
に
譲
り
た
い
。
要
点
は
、
ノ
ー
ル
県
の
急
進
派
は
労
働
者
か
ら
あ
る
程
度
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ま
で
か
な
り
広

範
囲
の
支
持
者
層
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
急
進
社
会
主
義
者
」
と
「
急
進
主
義
者
」
と
い

う
二
つ
の
極
を
も
つ
こ
と
に
対
応
し
て
い
た
。
「
ラ
リ
マ
ン
」
の
時
期
に
お
け
る
「
急
進
主
義
者
」
の
代
表
的
人
物
は
Ｊ
・
Ｂ
・

ト
リ
ス
ト
ラ
ン
Ｑ
，
国
．
弓
ご
異
国
日
）
で
あ
ろ
う
。
彼
は
上
流
の
家
庭
に
育
ち
、
材
木
商
と
し
て
財
を
な
し
、
ダ
ン
ケ
ル
ク
第
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一
の
名
望
家
に
な
っ
た
。
議
員
に
な
っ
た
の
は
六
○
歳
と
い
う
晩
年
で
あ
っ
た
が
、
移
り
気
な
と
こ
ろ
が
あ
る
に
せ
よ
堅
固
な

信
念
を
も
っ
た
共
和
主
義
者
で
あ
っ
た
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ン
は
自
分
自
身
の
刊
行
に
よ
る
新
聞
を
持
ち
、
弁
護
士
、
医
者
、
教
師
、

そ
の
他
中
小
ブ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
ー
の
階
層
を
代
表
し
て
い
た
。
彼
の
選
挙
に
お
け
る
影
響
力
は
大
き
く
「
急
進
社
会
主
義
者
」
の

票
も
さ
ら
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
と
と
も
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
あ
る
程
度
ノ
ー
ル
県
労
働
者
の
政
治
的
表
現
の
役
割

を
は
た
し
て
い
た
「
急
進
社
会
主
義
者
」
で
あ
る
。
代
表
的
人
物
は
エ
ミ
ー
ル
・
モ
ロ
ー
（
同
日
房
冨
ｇ
８
ｅ
が
ふ
さ
わ
し
い
。

彼
は
ル
ベ
ー
に
労
働
者
組
織
を
作
っ
た
だ
け
で
な
く
、
「
石
炭
労
働
者
組
合
機
構
」
を
形
成
さ
せ
た
仲
間
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ

（
８
）

ア
ー
ル
（
シ
穿
巴
⑦
国
ａ
）
と
と
も
に
社
会
主
義
政
党
さ
え
つ
く
ろ
う
と
し
た
。
も
っ
と
も
こ
の
試
み
は
ゲ
ー
ド
派
社
会
主
義

者
の
ド
グ
マ
チ
ズ
ム
に
よ
っ
て
失
敗
す
る
。
こ
の
モ
ロ
ー
が
、
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
事
件
に
お
け
る
急
進
派
の
失
敗
の
の
ち
、
「
民
主

（
９
）

主
義
共
和
協
会
」
を
創
立
し
、
「
急
進
社
会
主
義
者
」
を
中
心
と
す
る
共
和
派
の
再
結
集
を
し
た
こ
と
は
、
右
の
ほ
う
か
ら
の
「
ラ

リ
マ
ン
」
、
左
の
ほ
う
か
ら
社
会
主
義
勢
力
の
成
長
と
い
う
政
治
史
的
文
脈
か
ら
考
え
て
ま
こ
と
に
象
徴
的
と
い
え
よ
う
。
つ
ま

り
そ
れ
は
左
右
の
攻
勢
か
ら
の
急
進
派
の
防
禦
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
労
働
者
階
層
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
労
働
者
層
の
脱
カ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
と
社
会
主
義
勢
力
の
浸
透
の
問

題
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
労
働
者
層
の
脱
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
っ
て
も
一
様
で
は
な
く
、
そ
こ
に
都
市
化
の
問
題
や
そ
れ
ぞ
れ

（
、
）

の
工
業
発
展
の
相
違
に
よ
る
問
題
が
関
連
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
に
わ
た
っ
て
地
域
的
に
主
な
も
の
を
み
て
ゆ
こ
う
。

ア
ヴ
ェ
ン
ヌ
（
少
蔚
９
＄
）
郡
は
冶
金
業
を
は
じ
め
と
し
て
各
種
の
工
業
が
発
達
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
脱
カ
ト
リ
ッ
ク
化

が
早
く
か
ら
進
ん
で
き
た
。
た
と
え
ば
郡
内
の
オ
ル
ノ
ワ
霞
昌
目
希
）
と
い
う
町
で
は
、
一
八
六
五
年
に
す
で
に
人
口
の
三
十

％
し
か
復
活
祭
の
頃
に
聖
体
を
授
か
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
ら
し
く
、
「
信
仰
は
ほ
と
ん
ど
消
え
た
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。
人
口

統
計
的
観
点
か
ら
い
え
ば
、
早
く
か
ら
工
業
化
さ
れ
た
こ
の
郡
の
冶
金
業
と
か
ガ
ラ
ス
製
造
業
の
労
働
者
に
対
し
て
、
布
教
す
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る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
郡
だ
か
ら
、
一
八
八
九
年
に
は
ア
ヴ
ェ
ン
ヌ
郡
の
三
議
席
は
す
べ
て
「
急

（
、
）

進
社
会
主
義
者
」
に
奪
わ
れ
、
モ
デ
レ
の
共
和
主
義
者
さ
え
当
選
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
、
カ
ン
ブ
レ
（
９
日
耳
邑
郡
に
面

（
胆
）

し
た
地
域
は
一
八
九
三
年
以
降
さ
ら
に
ゲ
ー
ド
派
社
会
主
義
者
が
そ
れ
以
前
の
リ
ー
ル
と
な
ら
ん
で
強
力
に
な
っ
て
ゆ
く
。
で

は
、
ノ
ー
ル
県
南
西
部
の
カ
ン
ブ
レ
郡
は
ど
う
か
。
こ
の
地
域
は
一
八
六
六
年
ま
で
に
村
落
が
急
速
に
人
口
密
集
の
地
域
と
な

っ
て
く
る
。
そ
の
原
因
は
多
数
の
家
族
主
義
経
営
の
織
維
業
に
雇
わ
れ
た
労
働
者
た
ち
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
織
工
た
ち
は
極
度

に
貧
し
く
た
え
ず
経
済
危
機
に
お
び
や
か
さ
れ
て
い
た
。
一
八
九
○
年
、
救
世
主
会
会
士
角
殴
の
日
頁
自
重
隅
）
は
ル
ダ
ン

（
Ｆ
隅
含
邑
と
い
う
村
の
労
働
者
が
い
か
に
低
賃
金
で
あ
る
か
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
織
工
た
ち
は
永
い
あ
い
だ
の
伝
統
的

感
情
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
盲
目
的
な
信
仰
心
を
持
っ
て
い
た
。
極
端
な
貧
し
さ
が
規
則
正
し
く
教
会
へ
通
う
こ
と
を
妨
げ
た

と
し
て
も
、
布
教
は
大
き
な
成
功
を
得
て
い
た
。
リ
ニ
ー
（
Ｆ
侭
昌
）
と
い
う
村
を
訪
れ
た
救
世
主
会
会
士
は
村
で
熱
狂
的
な
歓

迎
を
受
け
た
と
一
八
七
二
年
に
記
し
て
い
る
。
だ
が
十
九
世
紀
末
頃
か
ら
の
経
済
・
社
会
変
動
は
こ
れ
ら
の
伝
統
感
情
に
変
化

を
あ
た
え
、
あ
る
程
度
の
脱
カ
ト
リ
ッ
ク
化
を
も
た
ら
し
て
く
る
。
こ
れ
が
社
会
主
義
者
の
成
功
に
つ
な
が
り
、
革
命
的
傾
向

と
宗
教
的
傾
向
が
勢
力
を
二
分
し
あ
う
よ
う
な
状
況
を
あ
た
か
も
先
取
り
す
る
よ
う
な
環
境
に
な
る
。
バ
ラ
ン
シ
ェ
ン
ヌ

（
く
里
ｇ
ｇ
ｇ
月
）
郡
の
炭
鉱
労
働
者
の
場
合
は
脱
カ
ト
リ
ッ
ク
化
は
段
階
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。
第
二
帝
政
下
や
第
三
共
和
制

で
も
道
徳
秩
序
（
○
ａ
８
日
目
巴
）
の
政
府
が
続
い
て
い
る
時
は
炭
鉱
労
働
者
た
ち
は
彼
ら
が
出
身
地
で
受
け
た
宗
教
感
情
を
持

ち
続
け
て
お
り
布
教
は
成
功
す
る
。
一
八
六
三
年
、
サ
ン
チ
ネ
ル
命
の
言
言
の
房
）
の
炭
鉱
で
は
神
父
た
ち
が
坑
道
の
中
に
入
っ

て
ゆ
き
、
坑
夫
た
ち
が
大
歓
迎
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
八
六
○
～
七
五
年
頃
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
六
○
％
以
上
の
人
口

が
信
仰
告
白
を
し
て
い
た
。
だ
が
一
八
七
六
年
か
ら
事
態
は
悪
化
す
る
。
一
八
七
八
年
ア
ン
ザ
ン
（
シ
目
邑
、
一
八
七
九
年
パ

ラ
ン
シ
ェ
ン
ヌ
郊
外
の
鉱
山
労
働
者
へ
の
布
教
活
動
は
失
敗
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
一
八
七
六
年
と
一
八
八
一
年
の
選
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挙
に
お
け
る
地
方
レ
ベ
ル
で
も
国
レ
ベ
ル
で
も
、
共
和
派
が
勝
利
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
年
代
的
に
い
え
ば
、
こ
の
頃

共
和
制
は
フ
ラ
ン
ス
で
確
立
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
結
社
の
自
由
が
確
立
し
て
き
た
過
程
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
一
八
九
○
年

以
降
は
、
ノ
ー
ル
県
に
お
け
る
鉱
山
労
働
者
の
脱
カ
ト
リ
ッ
ク
化
が
、
社
会
主
義
の
浸
透
と
自
由
思
想
の
結
社
の
拡
大
と
あ
い

ま
っ
て
、
目
立
ち
は
じ
め
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ノ
ー
ル
県
全
体
と
し
て
、
「
ラ
リ
マ
ン
」
に
ど
う
対
応
し
た
か
の
べ
て
お
こ
う
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
労
働
者
の

脱
カ
ト
リ
ッ
ク
化
に
対
し
て
、
一
八
八
四
年
に
は
織
維
業
経
営
者
カ
ミ
ー
ュ
・
フ
ェ
ロ
ン
・
ブ
ロ
ー
（
岳
旦
房
甸
四
目
く
国
巳

と
フ
ィ
シ
ョ
ー
（
園
呂
豐
と
司
祭
が
「
ノ
ー
ル
経
営
者
カ
ト
リ
ッ
ク
協
会
」
（
シ
閉
○
ｇ
異
さ
ロ
Ｏ
胃
言
冒
扁
号
の
勺
異
３
房
目

（
過
）

ｚ
ｏ
ａ
）
を
設
立
し
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
上
か
ら
の
対
応
で
あ
り
、
温
情
主
義
的
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ラ
リ

マ
ン
」
は
教
会
に
新
し
い
思
想
を
吹
き
こ
み
、
こ
れ
ら
の
世
代
の
司
祭
は
一
九
○
○
年
初
期
に
「
社
会
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
と
は

（
Ｍ
）

異
な
っ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
」
と
し
て
、
こ
の
県
で
主
導
権
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

（
１
）
シ
冨
冒
団
○
国
凰
○
屋
の
》
Ｐ
＄
ｇ
胃
巴
勝
討
の
ロ
ロ
。
○
ａ
の
こ
の
禺
巴
一
厨
ョ
の
三
・
記
壁
ｅ
塁
、
包
宮
乏
○
鳶
蕊
さ
日
の
〆
門
く
目
》
ロ
。
畠
玲
冨
ご
負
角
‐

目
ロ
四
局
の
』
や
③
輿
ロ
ロ
・
図
や
’
四
Ｐ

（
２
）
帝
国
ロ
伊
閏
ご
す
の
鼻
‐
ロ
四
国
開
詳
の
輿
］
８
の
己
ワ
ン
三
○
言
の
宛
○
爵
○
国
四
国
＄
９
，
ぐ
巳
昌
さ
。
Ｑ
匡
口
の
ご
○
匡
愚
の
○
厨
Ｑ
Ｐ
の
己
胃
３
国
異

毎
×
三
の
旦
匡
ウ
闇
の
言
匡
さ
肘
（
弓
宅
ｌ
ご
崖
）
）
記
§
塁
、
亀
震
乏
○
墓
乳
さ
目
の
〆
〆
凋
く
目
》
己
。
匡
興
○
ｇ
ｏ
ご
扇
‐
Ｑ
宵
の
日
耳
の
乞
副
》
ロ

（
５
）

（
６
）

（
３
）

（
４
）

シ三つ
●

ｰ

田野圏

ａシ

三
里
ｏ
巳
日
シ
ロ
ロ
の
厨
○
員
（
ざ
苫
馬
ミ
ミ
ざ
、
函
茎
選
呂
曽
、
再
冒
Ｒ
》
Ｐ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
Ｐ
ご
墓
》
ロ
胃
雪
山
認
．

卑
巴
閂
旨
国
．
静
農
曾
》
目
言
団
ミ
ミ
兎
ミ
津
蕎
胃
遍
忌
言
ミ
Ｏ
ご
脇
ご
ミ
ミ
、
云
冒
Ｒ
隠
閉
孚
畠
電
》
ｚ
の
言
昌
○
烏
ゞ
己
宅
》

』
④
④

の
厨
目
》
９
．
皇
．
］
弓
』
畠
山
詔

国
○
コ
煙
｛
○
厘
の
》
ｏ
ｐ
ｏ
岸
．
〕
ロ
ロ
い
つ
’
四
』
．
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ル
ミ
ー
ル
を
論
ず
る
前
に
、
ル
ミ
ー
ル
の
略
歴
が
必
要
で
あ
る
。
簡
単
に
の
べ
て
み
よ
う
。
彼
は
一
八
五
三
年
四
月
二
十
三

日
、
ノ
ー
ル
県
の
ア
ズ
ブ
ル
ッ
ク
近
く
の
ヴ
ュ
ー
・
ベ
ル
ケ
ン
（
三
２
×
‐
国
閏
名
言
）
と
い
う
人
口
三
千
人
く
ら
い
の
町
で
生
ま

れ
た
。
代
々
の
農
家
で
彼
の
父
は
中
流
程
度
の
小
作
人
だ
っ
た
。
町
の
学
校
を
出
た
あ
と
高
等
教
育
を
ア
ズ
ブ
ル
ッ
ク
の
一
般

市
民
の
教
育
も
す
る
聖
フ
ラ
ン
ソ
ワ
小
神
学
校
で
受
け
、
一
八
七
二
年
八
月
、
大
学
入
学
資
格
を
取
得
し
た
。
聖
フ
ラ
ン
ソ
ワ

在
学
時
代
に
、
彼
は
の
ち
に
こ
の
地
方
の
町
村
会
議
員
に
な
る
よ
う
な
市
民
を
、
多
数
友
人
に
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
カ
ン
ブ

レ
（
憲
日
宮
邑
の
神
学
校
に
入
学
し
、
一
八
七
八
年
、
司
祭
（
冒
酔
用
）
の
資
格
を
得
た
。
ル
ミ
ー
ル
ニ
十
五
歳
で
あ
る
。
一

八
七
八
年
か
ら
、
選
挙
に
立
候
補
す
る
九
三
年
ま
で
、
十
五
年
間
、
彼
は
母
校
の
聖
フ
ラ
ン
ソ
ワ
小
神
学
校
で
教
育
に
携
わ
る
。

（
９
）

（
皿
）

（
７
）

（
８
）

へへへへ

14131211
…ー……

第
五
節
ア
ベ
・
ル
ミ
ー
ル
論

参
照
、
第
三
章
、
七
三
’
九
九
頁
。

詞
○
ず
①
再
ぐ
四
口
Ｑ
①
コ
ウ
匡
閉
ｏ
画
の
》
少
呂
の
ｇ
の
Ｑ
の
一
）
三
輿
ｇ
扇
己
○
壽
日
屋
の
ロ
ロ
Ｒ
ｍ
ｇ
ｏ
巴
尉
日
の
ロ
四
国
の
庁
Ｑ
ｍ
ｐ
國
再
①
日
①
三
Ｑ
ｐ
ｚ
ｏ
ａ

（
屍
ご
ｌ
乞
孟
）
・
記
恩
農
⑮
へ
誉
乏
ミ
包
》
さ
日
①
〆
伊
く
目
》
。
。
届
回
国
ぐ
臥
一
‐
旨
冒
忘
霞
》
ロ
ロ
麗
甲
囲
い

国
ぐ
隈
‐
三
日
耐
国
一
匿
胃
の
〕
Ｆ
＄
○
口
ぐ
風
①
厨
・
の
匿
忌
四
○
口
・
巨
ｚ
ｏ
ａ
Ｑ
の
ご
囚
昌
一
が
哩
厨
①
の
四
号
巳
日
匡
の
（
〆
崗
〆
の
輿
〆
〆
の

の
筋
９
＄
）
》
伯
、
言
○
震
鳥
ミ
①
ミ
の
胃
冒
『
》
Ｏ
Ｒ
Ｃ
ご
吊
回
円
①
己
号
吊
己
宝
》
ロ
ロ
』
震
山
君
．

○
冨
呂
の
ヨ
ヨ
匿
己
・
旧
鴎
⑦
ミ
旨
評
討
勇
偏
⑮
ミ
。
§
亀
罵
ミ
の
Ｒ
冒
涛
尽
き
、
宝
冒
烏
画
熨
濁
山
い
○
巳
》
も
胃
尉
》
ご
＄
》
己
』
密
．

罰
．
ぐ
四
目
・
の
ｐ
ご
巨
協
ｏ
声
ｐ
ｏ
ｐ
ｏ
芹
．
〕
ロ
圏
Ｐ

国
・
‐
三
・
国
建
巴
吊
》
ｏ
ｐ
ｏ
陣
・
》
っ
こ
い

門
ず
一
・
・
》
己
．
骨
ｃ
↑

胃
ご
一
口
・
》
ロ
．
函
唖
の

国
ぐ
の
の
‐
三
四
国
の
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初
め
は
哲
学
を
教
え
て
い
た
が
の
ち
に
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
、
フ
ラ
ン
ス
文
法
、
修
辞
学
ま
で
教
え
る
よ
う
に
な
る
。
彼

が
の
ち
に
議
員
と
し
て
雄
弁
で
あ
り
、
か
つ
教
育
問
題
に
熱
心
だ
っ
た
の
は
こ
の
時
期
の
経
験
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期

の
彼
の
思
想
は
、
簡
単
に
言
え
な
い
が
、
神
学
的
な
も
の
に
深
入
り
す
る
と
い
う
よ
り
社
会
と
か
労
働
者
と
い
っ
た
現
実
に
眼

を
向
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
教
育
を
通
じ
て
労
働
者
階
級
と
接
触
で
き
た
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
た
。
そ
し
て

レ
ジ
テ
イ
ミ
ス
ム
ソ
シ
ヤ
ル

そ
の
頃
の
中
央
の
政
情
は
共
和
制
が
確
固
と
し
た
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
が
、
彼
は
「
社
会
的
正
統
王
朝
主
義
」
（
一
舟
三
三
の
‐

日
の
８
９
里
）
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
労
働
者
事
業
団
」
の
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
を
「
労

働
者
階
級
の
英
雄
的
な
擁
護
者
」
と
し
て
深
く
尊
敬
し
て
い
た
。
第
二
節
で
の
べ
た
こ
と
を
想
起
し
つ
つ
若
き
日
の
ル
ミ
ー
ル

の
思
想
を
考
え
て
み
る
と
、
彼
は
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ン
の
系
譜
に
属
し
、
反
革
命
（
共
和
制
打
倒
）
の
テ
ー
ゼ
に
賛
成
し
、
自

そ
の
後
、
ル
ミ
ー
ル
は
、
自
由
主
義
を
採
用
し
た
と
い
え
る
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
」
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
が
、
彼
が
ど

の
よ
う
に
転
身
し
て
い
く
か
は
、
彼
の
思
想
遍
歴
に
お
い
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
困
難
な
問
題
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
、
彼
の
転
身
の
契
機
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
出
来
事
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
一
八
八
三
年
四
月
七
日
の
ル
イ
・
ヴ

ェ
イ
ョ
ー
Ｐ
Ｃ
巳
の
く
２
筐
○
こ
の
死
で
あ
る
。
第
二
節
で
の
べ
た
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ト
の
系
譜
に
位
置
す
る
も
っ
と
も
重

要
な
論
客
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
三
か
月
遅
れ
て
シ
ャ
ン
ボ
ー
ル
伯
が
病
死
し
た
。
こ
れ
は
「
レ
ジ
テ
ィ
ミ
ス
ト
」
の
希
望
の

象
徴
で
あ
り
忠
誠
の
対
象
で
あ
っ
た
人
物
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
八
四
年

一
月
二
十
一
日
に
は
、
恒
例
の
ル
イ
十
六
世
を
し
の
ぶ
晴
罪
ミ
サ
は
は
じ
め
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
諸
事
件
が
、

日
々
の
現
実
と
あ
い
と
も
な
っ
て
、
ル
ミ
ー
ル
に
影
響
を
あ
た
え
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ル
ミ
ー
ル
は
そ
の
頃
の
手

紙
で
こ
う
書
い
て
い
た
。
「
共
和
制
そ
の
も
の
は
一
般
的
に
い
っ
て
良
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
共
和
制
は
束

（
１
）

由
主
義
に
敵
対
し
た
。
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（
２
）

の
間
の
歪
曲
で
し
か
な
い
。
」
こ
れ
は
さ
き
に
の
べ
た
（
一
四
八
頁
）
ド
・
マ
ン
の
、
形
式
は
受
け
い
れ
る
が
、
実
体
は
変
え
る
、

と
い
う
考
え
と
あ
る
意
味
で
は
正
反
対
に
な
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ル
ミ
ー
ル
は
現
実
の
政
治
の
場
に
出
て
ゆ
く
。
一
八
九
三
年
、
ア
ズ
ブ
ル
ッ
ク
第
一
区
で
「
キ
リ
ス
ト

教
民
主
主
義
者
」
と
し
て
立
候
補
す
る
。
そ
し
て
第
二
回
投
票
で
共
和
派
の
ウ
ッ
テ
ル
（
○
三
訂
邑
を
六
七
五
四
票
対
五
六
六

○
票
で
破
り
当
選
し
た
。
一
八
九
七
年
に
．
す
み
の
土
地
と
一
戸
の
家
庭
連
盟
」
を
創
設
し
、
同
年
「
全
国
キ
リ
ス
ト
教
民

主
主
義
」
書
記
長
と
な
る
。
一
九
○
三
年
に
は
「
労
働
者
に
庭
を
協
会
」
の
会
長
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
に

立
ち
つ
つ
社
会
問
題
に
積
極
的
に
と
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
支
持
基
盤
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
以
後

三
十
五
年
間
連
続
八
期
国
会
議
員
を
勤
め
、
一
九
二
八
年
三
月
七
日
死
亡
す
る
。

ル
ミ
ー
ル
の
生
涯
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
」
で
あ
り
、
政
教
分
離
法
案
に
賛
成
し
た
こ
と
で
も

（
３
）

わ
か
る
よ
う
に
共
和
主
義
を
理
解
す
る
人
間
で
あ
り
、
ま
た
社
会
問
題
を
通
し
て
社
会
主
義
者
に
好
感
を
も
ち
家
庭
と
土
地
へ

の
回
帰
と
い
う
意
味
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
原
点
に
た
っ
た
思
想
家
、
さ
ら
に
教
育
者
の
ち
に
政
治
家
と
し
て
不
信
心
者
に
も
心

プ
レ
ー
ト
ル
●
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト

を
開
い
た
司
祭
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
司
祭
民
主
主
義
者
で
あ
り
、
よ
い
意
味
で
の
政
治
家
で
あ
っ
た
。

で
は
な
ぜ
ル
ミ
ー
ル
と
い
う
人
物
を
取
り
上
げ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
彼
一
人
の
人
物
の
歴
史
で
あ
る
だ
け
で
な
く
一

つ
の
時
代
の
理
解
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
ル
ミ
ー
ル
が
は
じ
め
て
司
祭
の
資
格
を
得
た
一
八
七
八
年
は
「
誤
謬
表
」
で
悪
名

高
い
ピ
ウ
ス
九
世
が
亡
く
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
は
共
和
主
義
者
の
手
中
に
入
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
五
十
年

後
、
ル
ミ
ー
ル
が
死
ん
だ
年
に
は
、
教
皇
レ
オ
十
三
世
を
へ
て
ピ
ウ
ス
十
一
世
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
は
政
教

分
離
の
事
業
を
最
終
的
に
終
え
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
急
進
派
が
落
ち
目
に
な
っ
て
き
た
頃
で
あ
っ
た
。
彼
の
生
涯

は
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
が
急
激
な
変
遷
を
と
げ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
な
か
で
、
ル
ミ
ー
ル
は
孤
立
し
た
か
も
し
れ
な
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（
４
）

い
。
し
か
し
「
孤
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
象
徴
と
な
り
え
た
」
。

ル
ミ
ー
ル
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
彼
が
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
」
で
あ
り
、
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
」
に
と
っ
て
重

要
な
の
は
社
会
問
題
で
あ
っ
た
。
ル
ミ
ー
ル
が
生
き
て
い
た
時
代
は
社
会
主
義
あ
る
い
は
労
働
運
動
が
民
衆
を
引
き
つ
け
つ
つ

あ
り
、
逆
に
民
衆
は
教
会
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
っ
た
。
ル
ミ
ー
ル
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
」
の
仲
間
と
同
じ
よ
う
に
、

教
会
と
民
衆
の
和
解
を
夢
に
み
た
。
ま
た
現
代
社
会
の
必
須
の
「
自
由
」
も
ま
た
支
持
し
た
。
彼
は
社
会
問
題
を
解
決
す
る
と

い
う
意
味
で
の
「
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
」
と
、
自
由
の
問
題
を
と
り
い
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
自
由
カ
ト
リ
シ
ス
ム
」
を
結

合
さ
せ
た
の
だ
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
は
い
え
彼
は
ラ
ム
ネ
ー
で
は
な
く
サ
ン
ニ
エ
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
「
キ

（
５
）

リ
ス
ト
教
民
主
主
義
」
運
動
の
思
想
家
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
れ
に
し
て
は
あ
ま
り
に
ア
ー
ズ
ブ
ル
ッ
ク
の
名
望
家
議
員
で

あ
り
す
ぎ
た
の
だ
っ
た
。
議
員
と
し
て
精
力
的
な
活
動
を
や
り
、
ま
さ
に
名
望
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主

主
義
」
が
多
数
派
に
な
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
］
８
早
三
閏
厨
冨
亀
の
日
為
言
も
忌
言
忌
冒
月
曽
討
一
ご
惹
屠
ミ
ミ
穐
鼬
副
‐
ご
畠
｝
弓
８
９
日
》
国
の
侭
日
用
》
乞
霊
・
弓
・
産

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

写
ミ
．
》
ロ
ロ
産
‐
念
．

⑦
①
○
『
ぬ
閉
夛
芯
冨
》
配
冴
さ
、
、
へ
昔
ミ
ｏ
壁
馬
ミ
、
ミ
８
．
冒
一
、
旨
、
惠
昌
の
角
忌
国
や
瞭
塵
釦
弔
い
Ｑ
》
勺
巴
厨
》
毛
屋
》
ロ
二
房

］
・
‐
宮
．
冨
星
の
胃
〕
ｓ
・
皇
．
右
．
９
回

写
員
・
ゞ
ロ
壺
富
．

’
一
画
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十
九
世
紀
末
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
の
問
題
は
解
明
し
に
く
い
問
題
が
山
積
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
た

「
ラ
リ
マ
ン
」
な
い
し
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
」
の
問
題
も
そ
の
う
ち
の
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
」

に
つ
い
て
い
え
ば
、
や
が
て
来
る
ロ
ー
マ
教
皇
の
反
動
化
政
策
に
よ
っ
て
潰
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
の
思
想
は
、
戦
後

の
Ｍ
・
Ｒ
・
Ｐ
に
よ
っ
て
再
び
想
起
さ
れ
た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
解
決
ず
み
の
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
当
時
の
「
キ

リ
ス
ト
教
民
主
主
義
」
は
そ
れ
な
り
に
十
九
世
紀
に
お
い
て
伝
統
の
革
新
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
ラ
リ
マ
ン
」
に

つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
右
翼
の
問
題
で
す
む
べ
き
問
題
で
は
な

い
。
そ
こ
に
は
そ
れ
な
り
の
十
九
世
紀
か
ら
今
世
紀
へ
の
政
治
社
会
構
造
の
転
換
が
、
反
映
さ
れ
て
い
る
し
、
動
因
と
も
な
っ

た
。
「
ラ
リ
マ
ン
」
の
時
期
は
自
由
主
義
の
没
落
と
社
会
主
義
の
胎
動
と
重
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
に
よ
り
即
し
て
み
る
と
、

ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
事
件
の
あ
と
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
の
ま
え
で
あ
っ
た
。
ル
ミ
ー
ル
を
取
り
あ
げ
た
意
図
も
以
上
の
よ
う
な
問
題

意
識
か
ら
で
あ
っ
た
。

第
六
節
お
わ
り
に
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